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第３章 基幹相談支援センター実践調査と実践機能資料  

第１節 カバーエリア人口１００万人以上の基幹相談支援センター 

 

【実践事例１：北海道札幌市さっぽろ地域づくりネットワーク ワン・オール】 

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

市として平成 23 年度から平成 26 年度までの 4 か年のまちづくりについて定める第 3 次新まち

づくり計画において、平成 25 年度に設置することを目標と定めた。 

 

（自立支援協議会での検討状況） 

上記設置目標を掲げたうえで、自立支援協議会相談支援部会に対して、平成 25 年度予算要求の

期限である平成24年8月までに札幌市としての基幹相談支援センターの素案を提示するよう依頼。

予算要求のプロセス、時期、積算根拠等を部会に提供することで、一緒に素案を作成することが

できた。 

また、他都市の先進事例を学ぶため、長野県上小圏域、川崎市、さいたま市を視察した上で堺

市、帯広市の方に講演に来て頂き、札幌市基幹相談支援センターとしてのあるべき姿を半年かけ

て部会で議論した結果、下記の 6 項目を機能として、設置することがまとめられた。 

(1) 札幌市障がい者相談支援事業者の支援業務 

(2) 計画相談支援の推進業務 

(3) 地域相談支援の推進業務 

(4) 障がい当事者による相談支援活動の支援業務 

(5) 札幌市自立支援協議会の事務局業務 

(6) その他札幌市長が必要と認める業務 

 

（設置目的） 

委託相談支援事業所の相談件数増加に歯止めがかからず、相談員の疲弊、離職も多い。大都市

特有の専門機関が多いことから連携機関も多数ある。専門性の高いケースや他都市からの転入ケ

ースも多いことから、委託相談支援の対象者の幅が広く、スーパーバイズによるスキルの向上が

必要と判断した。 

計画相談支援、地域相談支援推進の必要性や現在障がい者相談支援事業所に配置しているピア

サポーターの集約及び今後のあり方についての検討が必要とした。 

なお、自立支援協議会事務局機能委託の必要性を目的に添えた。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

場所：札幌市中央区南 8 条西 2 丁目 市民活動プラザ星園（市公共施設内、学校跡地） 

法人：社会福祉法人あむ 

形態：札幌市が社会福祉法人あむに業務委託を行い、その上で、5 名中 1 名の相談員配置に

ついては、別の委託相談支援業務受託法人（社会福祉法人札幌療育会）に再委託 
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カバーエリア人口：191 万人（25.4.1 現在） 

その他：基幹センターとしての中立、公平性を確保するため、自立支援協議会委員と行政で

構成する「札幌市基幹相談支援センター運営委員会」を設置し、定期的に業務内容

を審議してもらう仕組みを導入している 

 

３．運営方法 

委託契約内容 

 (1) 札幌市障がい者相談支援事業者の支援業務 

ア 委託相談支援事業所、相談員の後方支援、スーパーバイズ 

イ 専門性の高い相談支援（区相談支援事業等との連携ケース） 

ウ 障がいのある方の権利擁護 

(2) 計画相談支援の推進業務 

  ア 委託相談支援事業者とそれ以外の指定特定相談支援事業者との連携強化 

  イ 計画相談支援に必要な技術の研修 

  ウ サービス等調整会議及びサービス担当者会議への参加、助言 

  エ サービス等利用計画の評価、助言 

  オ 緊急性、専門性の高い計画相談支援の実施  

(3) 地域相談支援の推進業務 

  ア 委託相談支援事業者とそれ以外の指定一般相談支援事業者との連携強化 

  イ 地域相談支援に必要な技術の研修 

  ウ 地域相談支援の実態調査等 

(4) 障がい当事者による相談支援活動の支援業務 

ア ピアサポーター配置事業所への支援 

イ 今後のピアサポーター配置事業の検討 

(5) 札幌市自立支援協議会の事務局業務 

ア 市協議会の事務局 

イ 相談支援部会の事務局 

ウ 各部会等への参加 

(6) その他札幌市長が必要と認める業務 

ア 各種相談機関、障害福祉サービス事業所等との連携 

イ 広報活動 

ウ 基幹相談支援センター職員の資質向上 

エ 基幹相談支援センター運営委員会の事務局 

 

職員配置 

 常勤換算 4.0 人以上 
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職員資格 

ア 社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士等の専門職の資格を有

する 

イ 相談支援従事者研修（基礎）または障がい者ケアマネジメント従事者研修（基礎）を修

了または修了見込である 

ウ 障がい児者の相談・援助業務に係る十分な経験を有している 

  エ 4.0 人のうち、2.0 人以上を相談支援専門員とする 

 

４．カバーエリアの相談支援体制（平成 26 年 1 月 1 日現在） 

  指定特定相談支援事業所   44 事業所 

  指定障害児相談支援事業所  36 事業所（1 ヵ所休止中） 

 指定一般相談支援事業所   41 事業所 

 ※指定特定 44 事業所のうち、19 事業所（基幹センター含む）に障がい者相談支援を委託 

    

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１） 基本相談状況 

原則、個別の相談は受けていない。市内の個別相談は基本的には地域の委託相談支援事業所

が担うことで役割分担している。 

なお、現在、市内 18 カ所の委託相談支援事業所を個別に訪問し、現状や課題の聞き取り調査

を行い、今、札幌市の相談支援に何が求められているのかを整理している。 

（２） 計画相談支援状況 

  市の計画相談支援担当者と意見交換を実施。平成 26 年 1 月の対象者拡大に合わせて、基幹相 

談支援センターと市が共催で相談支援事業者向けに研修会を実施予定。今後、定期的に情報交 

換を行い、委託相談の相談待ち時間解消のためや同法人対象者の制限、毎月モニタリングが必 

要なケースなど、計画作成の優先順位等についてのルールや Q&A の作成、計画相談と委託相 

談の棲み分けなどを検討していく予定。 

（３） 協議会関連業務状況 

  協議会事務局として、市の協議会担当者と定期的に打ち合わせを行う。相談支援部会の事務 

局としても、部会運営に参画。委託相談支援事業者への訪問調査で聞き取った課題を整理し、 

相談支援部会と協力して、委託相談支援のあり方をまとめていく予定。また、各区地域部会等 

に基幹相談支援センターの 5 名が参加するよう担当を決めた。 

（４） 困難事例への対応状況 

市外からのケースや委託相談が持っているケースで、専門性の高いケースに対して、助言や 

支援を行っている。 

（５） 広域調整等の連携状況 

  北海道を 21 圏域に分けて、広域体制整備事業を受託しているセンターの内、札幌圏域の障が 

い者相談支援センター夢民と役割分担について意見交換を実施。また、他圏域のセンターから 

の相談を受ける等、連携を進めている。 
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（６） カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

現在は、札幌市内の委託相談支援事業所 18 カ所の支援が中心となっている。委託相談支援事 

業所からの制度や書式などに関する相談や、計画相談支援の相談などを受け、対応している。 

（７） 地域移行関連業務状況 

精神障がい者地域生活移行支援事業者との意見交換を予定。各相談支援事業所に配置してい 

るピアサポーターによる集まりをサポートし、また配置事業所間の意見交換も実施予定。当事 

者による相談支援活動の支援も行う予定。 

（８） 権利擁護・虐待関連業務状況 

札幌市社会福祉協議会（障がい者あんしん相談、虐待防止センター、成年後見制度市長申立 

事務を受託）、弁護士会、定着支援センターとの意見交換の実施。ケース検討などを実施。 

（９） 専門相談に関する事業状況 

  発達障がい者支援センターとの意見交換を実施。今後、就業・生活相談支援事業所（就業・ 

生活支援センター）への個別訪問、現状等の聞き取りを実施予定。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

  現在のところ、特になし。計画相談支援の勉強会・説明会などを通して、連携を働き掛けて 

いく予定。また、市外からの相談を受ける過程で、サービス提供事業所との連携もあり、指定 

特定相談支援事業の指定を勧奨することを通して連携の可能性もある。 

（11）営業時間 

  9：00～17：30 月曜から金曜開所 土日祝日休み 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  政令市という特性上、都道府県設置の関係機関が市内に多いため、各機関の職域を確認しつ

つ、連携が必要。また、福祉のみならず、専門機関や福祉制度以外で障がい者に関わっている

機関が多く、連携先が多い。 

  現在、意見交換を実施（予定を含む）機関としては、札幌弁護士会（高齢者・障害者問題委

員会）、精神科の救急医療体制を確保しているスーパー救急病院４カ所を含めた精神科病院、救

護施設、刑務所などである。 

 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１） 業務内容に関する事 

基幹相談支援センターの設置が平成 25 年 7 月であり、まず取り組むべき業務について、委託 

相談支援事業所等への訪問、聞き取りにより整理したが、やるべきことが多すぎる中で、何 

を優先し、スピード感を持って実行に結び付けていくかが課題となっている。 

（２） 運営に関する事 

現在の人員で、業務を進めていけるか不安がある中、基幹相談支援センターに限らず、市 

内の委託相談支援事業所でも人員が不足しているため、次年度の基幹相談支援センターの人員 

確保に向けて検討中。基幹相談支援センターを担うべき人材の育成、定着が急務となっている。 
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センター名称 さっぽろ地域づくりネットワーク　ワン・オール

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 1

センターがカバーするエリアの人口 193万人

● ●

○ ● ○

身体障害 ○ ○ ●

知的障害 ○ ○ ●

精神障害 ○ ○ ●

発達障害 ○ ○ ● ○

高次脳機能障害 ○ ○ ● ○

難病 ○ ○ ● ○

障害児 ○ ○ ● ○

世帯の支援が必要なケース ○ ●

家族支援も必要なケース ○ ●

地域移行ケース ○ ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ● ○ ●

広域対応が必要なケース ● ○ ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ○ ● ○

触法ケース ○ ● ○

相談支援専門員からの相談対応 ● ● ●

ケース会議同席 ●

事例検討実施 ● ○ ● ●

委託のスーパーバイズ ● ○ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ○ ○ ● ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ○ ○ ○ ●

通常のケースの計画相談実施 ● ○

専門性が高いケースの計画相談実施 ● ○

計画の検証 ○ ○ ○ ●

計画のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ● ○ ●

指定事業所の連携推進 ○ ● ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ○ ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ● ○ ● ●

研修の企画運営 ○ ○ ● ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ○ ○ ● ●

サビ管研修の企画運営 ○ ● ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ● ● ●

指導者養成研修への参加 ● ●

全体企画運営 ● ○ ●

各市町村・各区協議会への参加 ● ● ● ●

圏域協議会への参加 ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ○ ● ●

研修の企画運営 ○ ○ ○ ● ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ○ ● ●

ピアサポート活動への支援 ● ○ ●

行政との役割分担の明確化 ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ○ ○ ● ●

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ○ ○ ● ○ ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ ○ ● ○ ●

医療機関 ○ ● ○ ●

発達障害者支援センター ○ ○ ● ○ ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ○ ● ○ ●

地域相談のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託 ○ ●

体制整備のコーディネート ● ●

精神科病院訪問 ●

入所支援施設訪問 ○ ●

権利擁護に関する地域の実態把握

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ●

通報受付 ○ ○ ○ ●

緊急一時保護場所調整 ●

夜間通報受付 ●

相談対応 ○ ○ ●

市町村長申立て機能受託 ○ ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ● ●

社会福祉協議会 ○ ● ●

弁護士会 ● ●

司法書士会 ●

社会福祉士会 ●

地域生活定着支援センター ● ○ ●

広報発行 ○ ● ●

ホームページ開設・運営 ○ ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ● ● ●

24時間365日対応

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ● ●

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ●

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

当事者活動の推進・支援

協議会事務局

行政との連携

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

成年後見相談機能

委託相談の後方支援

計画相談支援の推進

人材育成

その他
関係機関

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

専門機関との連携

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

④権利擁護・虐待防止

⑤その他

基幹
センター

関係機関との連携

地域相談支援の推進

中項目 将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●

地域の把握、関係機関への普及啓発

地域の実態把握

３障害等への総合的な対応

常勤（　　９　　　）人、非常勤（　　　　　）人

①総合的・専門的な相談
支援の実施

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

委託相談
自立支援
協議会

虐待防止センター機能

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

相談支援体制セルフチェックシート

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　３　　　）人、非常勤（　　２　　　）人

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

小項目

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

市町村
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【実践事例２：兵庫県 神戸市障害者基幹相談支援センター】 

               

１．基幹相談支援センターの設置経緯  

平成 23 年度中に予算取りを実施。現に地域生活支援センターの委託を受けている 14 か所から

1 か所選定するため、公募を実施。3 法人が手を挙げたが、ひょうご障がい者地域生活支援センタ

ーを選定。1 か月空けて 5 月オープンとした。 

もともと県の圏域コーディネーター事業を引き継いだ兵庫県は、神戸市を入れて 10 圏域あり、

圏域コーディネーターが配置されていた。役割は協議会の立ち上げなどだったが、平成 23 年度に

ついては、神戸市は体制が整っているため、県がコーディネーターは必要無いと判断して、予算

がつかなくなった。その際に、「県がやめるのは仕方がないか」「市が実施する必要性はあるか」

「14 か所をまとめていく人の必要性はどうか」「質の確保や統一の人間が必要か」、といった意見

があり、ちょうど国が示した基幹相談支援センターのイメージもあったため、圏域コーディネー

ターに代わるものとして、基幹相談支援センターを作って欲しいと要望もあり設置を進めた。 

それ以前も、国の示したイメージ案は、ある程度カバーできていた。平成 18 年度からどのセン

ターでも 3 障がい対応と 24 時間対応は実施していた。協議会運営も区の協議会は各センターに専

門職員を配置していた。 

地域移行等も相談支援とは別職員に地域支援コーディネーターを 3 名配置し、それでカバーで

きると判断した。そのため、国スキームではなく、現行の体制を充実させる形で基幹相談機能を

検討した。虐待は入所施設に通報受理のみを委託し、実働は役所が担うことにした。新しく作っ

たというよりは、もともとあったものに基幹をかぶせた。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置場所 

兵庫駅前の市有施設内 

（発達支援センター、障がい者就業・生活支援センター等も併設） 

設置法人及び設置形態 

ひょうご障がい者地域生活支援センターを運営する法人に、基幹相談支援センターとして、 

統括コーディネーターを設置し、基幹相談支援センターの機能を担っている 

カバーエリア人口：神戸市全体、154 万人 

 

３．運営方法 

（１）業務内容 

市内 14 の地域生活支援センター及び指定特定相談支援事業所の後方支援。そのため、基幹相 

談支援センターとして市民からの相談は受けない。 

  職員配置としては、統括コーディネーター1 名を選任で配置。兼務でセンター長、主任を配 

置しているため、一部業務のみ一緒に行っている。また、14 センターの協議会を担当する職員 

と一緒に、研修企画や課題抽出のワーキングを組んで行う。統括コーディネーターは、事務局 

的な調整を担い、他のみんなが協力している。 
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神戸市が主導というよりは、地域生活支援センターが一緒になって作っていく。 

（２）委託費 

神戸市の専門職の標準額が 4,080 千円。それに、事務費 300 千円。事業費 300 千円（広報誌 

発行等の実費精算）。なお、センター以外の有資格者もすべてが単価 4,080 千円。平成 18 年の 

相談業務を一本建てするときの、あんしん健やかセンター（包括センター）の社会福祉士と看 

護師の平均給与を参考に定めたままである。結果、法人として持ち出しがある。トータルとし 

ては、ひょうご障害者地域生活支援センターとしてみてもらう。賃料はかからない。 

市役所内の予算査定において、基幹のスキームは今の地域生活支援センターが担っているた 

め、わざわざ基幹センターに 1 名配置はいらないのでは？と財政査定を受けたが、センター全 

体を繋いでいくには総括コーディネーターが必要だと説明し、何とか 1 名確保した。 

 

（３）他の委託相談支援センターとの連携 

統括コーディネーターがセンター長会議、強化専門員会議、コーディネーター会に参加し、 

横をつなげていく。強化専門員会議の中にワーキングがあり、中心に動いている。課題抽出や、 

視察で堺市に行ったり、【広報誌こらぼ】を作ったり、研修内容は計画相談がもっぱらである。 

障害程度区分認定調査を行い、かつ計画作成もとの矛盾もあり、ただ計画を作れば良いという 

わけではないことに問題意識を持っている。相談員同士がお互いにしんどさを言い合えるフリ 

ートークの場もあり、みんなが集まって溜まっている泥を出し合える側面もある。各種ワーキ 

ングで出てきた内容を強化専門員会議へ上げ、さらに全体で検討が必要な場合はセンター長会 

議へ、そして神戸市へ意見を伝えていく仕組みを作っている。 

 

４．カバーエリアの相談支援体制 

（１）委託相談支援事業所について 

14 の地域生活支援センターに委託。人口の多い区（概ね 20 万人以上）には、小規模センタ

ーを別途設置。通常のセンターと小規模センターの違いは、センターが 24 時間 365 日、携帯

で緊急対応するのに対して、小規模は夜間対応はなく、土日休み、人員配置も少ない（通常 5

名で 3 名が有資格者、小規模 3 名で 1 名が有資格者）。ただし、相談内容や委託契約の内容は同

一である。 

各センターに強化専門員を 1 名ずつ配置している。強化専門員は相談支援専門員、社会福祉

士、精神保健福祉士、看護師等の資格を持つ。地域生活支援事業の機能強化事業を当てており、

基本的には個別支援は持たない。実質的にセンター全体の管理者である。  

センター長（事業責任者）は専任ではなく、兼務もあるため強化専門員が実質メインでセン

ターを運営しているところも多い。強化専門員は各センター1 名のため、相談できる相手が居

なくて、強化専門員会議がいつも時間オーバーになってしまう現実がある。 

委託相談支援センターに仕事をたくさん頼みすぎていることが課題である。障害程度区分認

定調査、勘案事項などもほとんど委託でお願いしている。計画相談が始まるまでは良かったが、

障害程度区分認定調査等にプラス計画相談が入ってきたことにより、委託相談支援センターが

作った調査内容と指定特定相談支援事業所が作った計画のどちらも見て、行政が支給決定する
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という流れである。 

委託相談支援センターが障害程度区分認定調査を行っているからこそ、在宅のケース把握は

本当に良く理解してもらっている。必ず年 1 回は調査に行くので、本人は困っていなくても、

相談支援側から必要性を感じているケースの把握できる。ただし、その一方で区役所のケース

把握ができない。 

委託相談支援センターは計画相談もするが、委託の基本相談も大切にしたいと考えている。

難しいケースは委託相談支援センターが計画作成を担う事になると思うが、委託されている内

容が多いので事務量も多く大変である。 

現行の委託期間が終了となるため、（委託相談支援事業者数は現行とおり）公募中であるが、 

どの委託相談支援センターも赤字であり、職員を加配して対応しているため受託するにもハー 

ドルが高くなっている。 

（２）協議会 

各区協議会は委託と区役所が担っているが、メインで動いているのは委託相談支援センター

であり、年々活発になり業務量も増えている。 

広報誌「こ・ら・ぼ」を発行。各区の協議会の様子などを紹介している。基幹相談支援セン

ターに冊子の取りまとめを依頼している。広報、研修、ホームページのために、相談支援事業

全体に使える予算が 300 千円つけられている。それとは別に支援センターに対する研修費 400

千円を市が予算化しているので、研修企画を市と一緒に行い、予算執行は神戸市が行っている。

（内容は、委託相談支援センター向け、協議会構成員向けとし、堺市の当事者部会を招いたり

して、会場費や謝礼に充てている） 

（３）指定一般相談支援事業 

委託以外の指定相談支援事業所の立ち上げが全然進んでいない。23 か所指定、うち 14 か所

が委託。残り 6 か所も地域活動支援センターⅠ型で、その補助要件で指定を取ることとしてい

る。地域活動支援センターⅠ型としてはその要件をやめて欲しいと思っている。通所者への対

応で目いっぱいなのに、相談支援はできないと言われている。条件だから取らないといけない

という感じである。 

地域定着支援はもともと地域で暮らしていて、単身または保護者が高齢のため在宅で見守り

等が必要な利用者を対象としている。 

また、地域移行は別の委託相談支援事業所に配置している地域移行専門のコーディネーター3

名が中心になっている。地域移行を啓発していくため、来年度は 2 名追加し、合計で小規模セ

ンター5 箇所に 1 名ずつ配置を予定している。これは、地域移行、地域定着、地域啓発が主な

目的である。今まで入所経験は無いが、親亡き後入所になる可能性が高いケースへの対策など

も担当している。 

（４）指定特定相談支援事業 

指定 24 か所のうち 14 か所が委託、4 か所が地域活動支援センターⅠ型。新規で指定特定相

談支援事業所の指定を取ったところは、管理者と相談支援専門員が兼務で 1 人事業者だったり、

施設で指定をもともと取っていて、積極的でなかったり、あるいは自分の施設の計画相談を作

るという程度。計画相談の支給決定者数は 137 名（サービスの支給決定者総数は 10,324 名） 
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（５）障害児相談支援事業 

指定 20 か所のうち 14 が委託。障がい児の相談支援の支給決定実績なし。 

（６）計画相談の対象者拡大状況 

今年から居宅介護、重度訪問介護等を利用されている障がい者に拡大した。新規と更新で手

一杯で更新が回らず、一部の対象者を来年に回していこうという意見もある。 

定期的に委託相談支援センターと顔合わせをしているが、計画相談のやり方がわからないと

いう意見や、区によってはやり方が違うという課題がある。マニュアルは共通だが、区役所も

初めての業務で混乱している。  

委託と指定相談のゆるやかな連携を基幹相談支援センターが中心に行っている。計画相談の

ための研修も単発ではやっている。基幹相談支援センターは指定特定相談支援事業所への支援、

取りまとめ、協議会でのつなぎ役などを担っている。 

計画相談の進捗、指定の設置に関しては、研修に居宅介護事業所も来るが、今の計画相談の

報酬単価ではやっていけない状況であり、居宅介護事業の展開の方が経営的に安定するという

意見もある。 

（７）今後の相談支援体制について 

現在は委託相談支援センターが何でも担っている段階のため、将来的には、もっと指定相談

支援事業所を増やして計画を減らしていきたい。委託相談支援センターはもっとスリム化し、

各区における基幹相談支援センター的な役割を担って欲しい。そのうえで現在の基幹相談支援

センターは、各区の基幹機能を備えた委託相談支援センターの基幹という位置づけでやってい

きたい。 

（８）虐待・権利擁護との連携  

虐待は通報窓口だけを施設に委託し、その後行政に連絡が入り、対応は区役所、場合によっ

ては委託相談支援センターが加わる対応である。権利擁護の件は、成年後見の市長申立は市役

所内部で別の部署が担っている。個別ケースで、成年後見制度が必要になった場合は、一緒に

市社会福祉協議会に行くことはある。 

（９）他の専門職との連携 

発達障がい相談は、東部、中部、北部、西部で委託相談支援センターに併設している。同じ 

事務所に机があって、電話回線が違う。特に基幹としては連携等を行っていないが、センター 

併設のため、ケースによってはワンストップでつないでいる。 

就労相談はまったく別事業だが、4 か所設置のうち 2 か所がたまたま受託法人が一緒で、同 

じフロアにある。各事業者の努力により同フロアにしてもらい、ケースによっては一緒に話を 

聞いてもらう等、連携し合えている。 

ワンフロアでやると一緒に見えていいが、他の機関とはどうやっているのかが全く見えない。

例えば、虐待防止センターはどうやっているのか等、神戸市全体がどのように動いているのか

を把握するのが課題である。 

また、神戸市代表として、県の圏域コーディネーター会議に出席したり、従事者研修のコア 

メンバーにもなり国研修にも出席する。計画相談も兵庫県内の状況がわかるので、他の市町村 

状況がわかる。圏域の各種研修会にも今まで以上に参加しやすくなった。 
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６．基幹相談支援センターの現状課題 

総括コーディネーターとして行っていることをシステムとしていくためには、センター長会議

での議論がシフトしていけば活性化していけると思うが、他圏域との会議やノウハウの伝達は長

期的に考えている。各委託相談支援センターの仕事を減らして、今の委託相談支援センターが基

幹としての役割が担えればと考える。今もセンター長には相談支援従事者研修のファシリテータ

ーも担ってもらっている状況である。  

センター長が基幹相談支援センターとして機能して行くことで組織化が図れていく。実際の相

談、計画相談の対応のやり方を支援する方法で、新人を指導している時間がない相談支援事業所

に入っていきフォローを行ったりしている。新しい事業所が立ち上がった時に、各区の支援セン

ターが後方支援していくという仕組みであるが、委託相談支援センターや区役所への相談からこ

ぼれた人が、基幹相談支援センターに相談に来ることもあり、イレギュラーのケースでは直接動

くことはある。 

 

将来的にはひとつの基幹センターというよりは、委託の相談支援センター同士の連携が基幹と

しての機能を発揮するというイメージである。主な研修としては、センター長主催の研修は年 1

回、強化専門員研修はスーパーバイズや協議会運営についての研修が数回あり、年度当初に計画

をする。協議会研修は必ず年 1 回、市が主催で協議会構成員全体に向けて研修している。もとも

と圏域コーディネーターとしてあったものであり、「協議会ってなに？」をテーマとして講演会を

開催したり、「課題抽出」をテーマにそれを担う人向けの研修を実施してきた。また、社会調査に

関してアンケート調査や数字を扱う際の研修等、民間の講師を招いての研修も実施した。他には、

他機関との連携を目的に、生活保護、発達障がい者窓口業務、高次脳機能障がい、職業センター

の見学、精神病院見学と事例検討等も行った。他都市の視察も毎年数か所行っている。  

研修参加対象は明示するが、基本的に参加は自由であり、障害程度区分認定調査と計画相談を

同時にやっている神戸市と同じ立場にある基幹相談支援センターの説明の機会も作っている。 

 

相談員として「自分はどの立ち位置で行えばいいか？」コーディネーターは悩んでいる現状が

ある。そのため、立ち位置の確認や人材育成のスーパーバイズ研修が大切となるため、そのよう

な内容の研修を組み立てている。 

 

計画相談の支給決定の状況については、現在は支援センター職員が作っており、障害程度区分

認定調査とサービス等利用計画が同時に行われるためそのまま決定している。 

しかし、これからは委託相談支援センターが調査を実施し、指定相談支援事業所が計画を作成

する。区役所がどう見て支給決定していくか、違う内容が出てきたらどうするか等、今まではそ

のまま決定で良かったがそうはいかなくなるため、基本は基準内だったが、1.5 倍以内の場合は

協議することとしている。 

区役所としては、今まで本人の意見を聞いて来なかったわけではないので、計画相談への拒否 

感もある。計画はある程度将来を見据えたものになる。きちっと見てくれたらいいが、これから

指定が増え、同法人内や同じようなサービス、必要以上のサービス計画も出てくることが予想さ
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れるため、これからは指定相談支援事業所とも関係づくりが必要である。基幹相談支援センター

としては、指定された事業所には行かなければならないというシステムにしないといけない。 

 

今までもやってきたという自負があるが、国の方もしっかりと報酬の検討を願いたい。これま

では支給基準内で良かったが、計画相談においては、本人にしっかり聞かなければならない。 

国の協議会における評価部会のイメージがつかない。計画相談の活用次第では、地域に無いサ

ービスを落とし込んでいき、それを資源開発に繋げていく仕組みは、委託相談支援事業所は解っ

ているが、新たに指定された指定相談支援事業所への理解も必要である。 

 

協議会の機能については、計画の改定の際にも区協議会にも意見をもらった。課題をまとめる

のを「支援センターワーキング」で行い、それを市協議会へ報告して来た。協議会委員のうち 2

名が施策審議会委員でもある。但し、課題が一方通行で報告して終わりになってしまうこともあ

り、運営会議メンバーは少なく、弁護士、学識者、医師会、社会福祉協議会、センター長のみの

現状がある。 

きちんと課題を議論する場がないままあげていくことへの課題が生じている。議論尽くさない

ままあげることは、障がい福祉計画まで反映されない。提出して終わりか、提出しても市協議会

で 30分くらい議論しても、施策審議会にあがって終わりということもある。 

今のワーキングも時間を合わせて集まっているが、【札幌のまちの課題整理プロジェクトチーム】

のイメージを神戸市と基幹で事務局を作り検討したい。メンバーは多すぎても困るため、「できる

ところをどこまでやるか」「市の協議会で扱いきれない課題をどうするか」市協議会について悩ん

でいる。 

区の協議会は活発化している。市協議会も委員が意見を言ってくれるが、実行部隊が無いのが

現状である。課題の出し方は区ごとに考えてもらっているが、例えばグループホームが足りない

という点では、ある区によっては委託相談支援センターが考える、ある区によってはグループワ

ークをしてまとめる等、区によって手法はバラバラである。 

強化専門員会議で話し合い、そもそもアンケートをどうしていくか？ということも課題があが

ってきており、話し合った結果をどうすればよいか結果を見せないと、モチベーションが下がっ

ていく現実がある。そのため、市と課題ワーキングで考えて、強化専門員会議に上げて検討して

いる。 
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センター名称 神戸市障害者基幹相談支援センター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 1

センターがカバーするエリアの人口 1,540,242　（H26.1.1時点）

● ●

○ ● ○

身体障害 ●

知的障害 ●

精神障害 ●

発達障害 ●

高次脳機能障害 ●

難病 ●

障害児 ●

世帯の支援が必要なケース ●

家族支援も必要なケース ●

地域移行ケース ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ●

広域対応が必要なケース ● ○

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ● ●

触法ケース ● ●

相談支援専門員からの相談対応 ○ ● ●

ケース会議同席 ● ●

事例検討実施 ● ○ ●

委託のスーパーバイズ ● ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ○ ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ○ ○ ○ ●

通常のケースの計画相談実施 ● ○

専門性が高いケースの計画相談実施 ●

計画の検証

計画のスーパーバイズ ○ ● ●

研修の企画運営 ○ ● ○ ●

指定事業所の連携推進 ● ○ ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援

研修の企画運営 ○ ● ○ ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ● ○ ●

サビ管研修の企画運営

交換研修・インターンシップの受け入れ

指導者養成研修への参加 ● ●

全体企画運営 ○ ● ●

各市町村・各区協議会への参加 ○ ● ●

圏域協議会への参加 ● ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ● ●

研修の企画運営 ○ ○ ● ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ● ●

行政との役割分担の明確化 ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ●

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ○ ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ ●

医療機関 ● ○

発達障害者支援センター ● ○

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ○ ●

地域相談のスーパーバイズ ○ ● ●

研修の企画運営 ● ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ● ●

住居サポート事業の受託

体制整備のコーディネート ● ●

精神科病院訪問 ● ●

入所支援施設訪問 ● ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ●

通報受付 ○ ●

緊急一時保護場所調整 ●

夜間通報受付 ●

相談対応 ○ ●

市町村長申立て機能受託

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ○ ●

社会福祉協議会 ●

弁護士会 ● ●

司法書士会 ● ●

社会福祉士会 ● ●

地域生活定着支援センター ● ●

広報発行 ● ○ ●

ホームページ開設・運営 ● ○ ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ○ ● ●

24時間365日対応

事務職員の配置

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮）

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し

てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

成年後見相談機能

①総合的・専門的な相談
支援の実施

行政との連携

関係機関との連携

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

相談支援体制セルフチェックシート

※１センターあたり２人×９区
　現行の障害者地域生活支援センターに基幹業務の職員配置を想定

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

虐待防止センター機能

当事者活動の推進・支援

協議会事務局

専門機関との連携

常勤（　　　18※　　）人、非常勤（　　　　　）人

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　　1　　）人、非常勤（　　　　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

委託相談

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

委託相談の後方支援

人材育成

地域の把握、関係機関への普及啓発

自立支援
協議会

その他
関係機関

地域相談支援の推進

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）

中項目

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

情報発信・共有

基幹センターの体制整備



63 

 

【実践事例３：神奈川県川崎市 基幹相談支援センター】          

    調査センター：なかはら基幹相談支援センター 

：かわさき基幹相談支援センター 

          ：たかつ基幹相談支援センター 

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

 平成 18年、障害者自立支援法施行を機に、障害者生活支援センターを基幹型と地域型に再編し 

た。各区設置事業所数がバラバラであったため、平成 23年末、障害者生活支援センターから障害 

者相談支援センターへの再編する際に、各区に基幹相談支援センターを 1か所、地域相談支援セ 

ンターを 3か所設置することを市が提示した。平成 24年に、前年度に川崎市障害者生活支援セ 

ンター事業を受託している法人を対象に事業受託法人の公募をし、平成 25年より各区に基幹相談 

支援センター１箇所、地域相談支援センター３カ所の体制となる。 

   

市では、平成 25 年度に体制を再編するにあたり、平成 24 年度 10 月より開設準備会を月に 1 度

開催する。準備会では、共通認識を図り 4 月より一斉に運営がスタートできるよう話し合いが行

われた。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置法人 

公募にて決定され、4法人が受託する。独立性・中立性の確保のため、相談支援セン 

ターの名称に、法人名や既存の施設名は入れないこととなっている。 

設置形態 

通所施設や入所施設等から独立して設置する。 

カバーエリア人口（平成 24年度）…川崎市 144万人 

川崎区…21.7万人、幸区…15.6万人、中原区…23.7万人、高津区…21.1万人、 

宮前区…22.2万人、多摩区…21.3万人、麻生区…17.2万人 

 

３．運営方法 

  委託契約内容；〈基幹相談支援センターのみで実施する業務〉 

① 地域づくり（区および市の自立支援協議会運営、区内の相談支援事業者のネットワーク

構築） 

② 権利擁護（障害者虐待防止法に関する相談・指導及び助言や対応方針の協議に関する会

議への参加等、成年後見制度利用支援） 

③ 人材育成（担当地区の事例検討会および相談支援事業者への指導・助言、市が実施する

相談支援事業者等の要請に関する研修の企画及び運営） 

④ 総合的な相談支援（身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者に対する情報提供及び

相談支援、支援困難な障がい児者等への相談支援、夜間・休日の対応、長期に入所・入

院している障がい者の地域移行） 
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委託契約内容；〈すべての相談支援センターで共通に実施する業務〉 

① 障がい種別や年齢にかかわらない一次相談 

② 障がい福祉サービスを利用すれば、ある程度の希望やニーズの解決が想定できる方への

相談支援 

③ 区自立支援協議会の運営（区保健福祉センターと共同で実施） 

④ 障害程度区分認定調査および障害程度区分認定審査会等、障害程度区分認定にかかる業

務 

⑤ その他、地域の相談支援体制の整備・充実に関すること 

 

  職員配置； 

① 主任相談支援専門員（常勤・専従） １名 

② 相談支援専門員（常勤・専従）    １名 

③ 医療系相談員（常勤・専従）    1名 

④ 非常勤職員（常勤・専従）     1名 

 

主任相談支援専門員 

川崎市独自に創設した資格であり、基幹相談支援センターへの配置が義務付けられている。 

現在 9名程度。 

  主任相談支援専門員になるための要件は以下の通り 

① 相談支援業務に５年以上従事していること 

② 「川崎市主任相談支援専門員試験」に合格すること(筆記試験・面接試験) 

③ 「川崎市相談支援従事者実務研修３」を修了すること 

また、相談支援専門員と社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員のいずれかの資格 

を保有していなければならない。自立支援協議会の運営会議、基幹センターの連絡会議、虐 

待対応のコアメンバー会議に参加することが求められる。 

 

相談支援専門員…相談支援専門員と社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員のいずれ 

かの資格を保有していなければならない。 

医療系相談員…保健師・看護師・理学療法士・作業療法士等の医療系の資格を保有していな 

ければならない。 

 

４．カバーエリアの相談支援体制 

  基幹相談支援事業所     7事業所（各区に１か所） 

  委託相談支援事業所     21事業所 

  指定特定相談支援事業所  22事業所 

※ 課題は、指定相談支援事業所の数が足りていないこと 

（計画相談依頼を受けないケースが多い）。 
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５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１） 基本相談状況 

主任相談員はケースを持たないということであったが、実際はもともと、生活支援センター 

で持っていたケースを継続したまま基幹相談支援センターの業務を始めている（1人 60ケース 

 ほど持っている）。 

これまでは区をまたいで支援をしていたが、再編に伴い区内の支援事業所が区内の利用者を 

対応していくようになったので、担当者が区外の基幹に異動になった場合、引継ぎを行わなけ 

ればならないが、なかなか進まず、現在も対応しながら基幹業務を行っている。 

相談内容やケースの内容によって、基幹・委託・指定で集まって適切に振り分けたいが、で 

きる数も限られている。市には、もともとは、支援の見通しがつかないようなケース（虐待ケ 

ースや触法ケース）を基幹相談支援センターが担当し、落ち着いたら地域の相談支援事業所に 

委ねていくイメージがあった。 

（２） 計画相談支援状況 

現在、川崎市は 5720 名で 1割程度の進捗である。相談支援センターは上限が決まっており、 

基幹相談支援センターは 40件まで委託相談支援センターは 60件までとしている。計画相談に 

追われて一般相談ができない状況は避けたい意向によるものだが、指定特定の相談支援事業所 

が不足している（計画相談依頼を受けないケースが多い）。 

  基幹相談支援センターを運営する法人の管理者が定期的に集まり、市に対して要望や意見が 

 ある際には、申し入れる。 

（３） 自立支援協議会関連業務状況 

各区の基幹相談支援センターが運営を行っている（委託内容に組み込まれている法人もある）。 

各区の予算は 10万円。市からの直接委託を受けている法人と川崎市障害福祉施設事業協会と 

 いう団体からの委託の法人とがある。予算は、各区の基幹相談支援センターが管理している。 

自立支援協議会は、市と区のものがある。区の協議会は、全体会議（月 1回程度）、事務局会 

議（月 1回程度）、専門委員会（月１～年４回程度）で構成されている。市の協議会は、全体会 

議（年３回程度）、事務局会議（月１回程度）、専門部会（月１回～年４回程度）、連絡会議（年 

４回程度）で構成されている。 

区で挙がった課題で、区で解決できなかったことなど、市全体で取り組む課題となるであろ  

 うものを市の専門部会に挙げていく。各区での取り組み等の報告を報告し合い、情報の共有を 

行っている。 

自立支援協議会の開催により、地域の関係者との顔つなぎができてきたが、民生委員や商店   

会等、福祉職ではない方とのつながりはまだまだ難しい。 

（４） 困難事例への対応状況 

必ず基幹相談支援センターで回していくということではなく、委託事業所から関わりを始めた

もののバックアップを基幹が行いながら対応している。 

・困難事例とは、何をもって困難とするのかその線引きが難しい 

・触法はなかなかネットワークが作りづらい 

・介入を望まない 
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・家族に支援が必要な場合等。 

（５） 広域調整等の連携状況 

  川崎市内であれば、問題なく連携できている。横浜市や東京都に隣接しているので、市外の 

サービスを受けられた場合、書式の相違等がある（就労移行等）。 

（６） カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

  区内であれば、他の委託の３事業所と区の自立支援協議会で会う機会は多い。月に３回程度 

は会っている。基幹相談支援センターが委託相談支援センターのスーパーバイザーとしての役 

割を担っているので、困っている事例の相談や、医療職への相談を受けることがある。 

  指定特定事業所はあまり数も多くないので、サービス等利用計画に目を通したり、助言を行 

ったりということはあまりないが、一緒に訪問をしたり面接を行ったりしている区もある。指 

定特定事業所との連携については、今後の課題である。 

  市内や区内は風通しも良く、連携体制は出来あがっている。経験も長く、力量的にベテラン 

に近い相談支援専門員がそれぞれの事業所に多くいるので、基幹相談支援事業所も委託相談支 

援事業所もお互い何かあったら相談しあっている状況で、横並びに近い関係性である。 

（７） 地域移行関連業務状況 

居住サポート事業とは、あまり関連はない。協力不動産リストはもらったりする。 

地域移行・地域定着については、精神障がい者が多い。精神の相談を特化して行っていた事 

 業所が病院からの退院支援を行っている。過去にもあまりケースがないので、困っている職員 

 もいる。今後、触法ケースは基幹に上がってくるという話は聞いている。  

地域定着をとっていない事業所もあり、数は少ない。 

（８） 権利擁護・虐待関連業務状況 

虐待通報が入ったら、コアメンバー会議（市の課長、係長、担当職員、施設職員等）が開催

され、そこに基幹相談支援センターから主任相談支援専門員が出席することとなっている。他

の相談支援センターが対応しているケースであれば、定期的にケア会議を開いて状況の確認を

おこなっている。 

虐待通報等に対応した事業所はまだほとんどなく、通報は市町村で受けている状況である。

平成 24年度は 47件であった。 

（９） 専門相談に関する事業状況 

現在、療育センターは 4か所、発達障害支援センターが 2か所、高次脳機能障害はれいんぼ 

う川崎、北部リハビリテーションセンターや作業所等が数か所、就労については就労援助セ 

ンターが 3か所、就労・生活センターが１か所あり、相談したり面接してもらったりしなが 

ら連携している。説明会や研修により顔つなぎはできているので、連携もスムーズである。今 

後は、北部リハビリテーションセンターに続き南部・中部にも設置される予定でどのような相 

談でも対応できるよう整備される予定である。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

サービス管理責任者が行うべき業務をきちんと把握しておらず、基幹相談支援センターにそ 

の業務が来てしまう。役割分担の認識が薄い。サービス管理責任者の研修は県主催で行ってお 

り、参加している事業所も少ないため、施設職員とサービス管理責任者の役割分担の不十分さ 
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を感じる。市主催で研修を行ってもらえれば、少し変わってくるのではないか。連携は常に行 

っているので、状況は把握しているが、役割分担に課題がある。 

（11）営業時間 

  営業時間  月曜日～金曜日 8：30～17：00 

  休日    土日 祝日 年末年始  

  24時間電話転送相談（メールでの対応もしている） 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  センターとしての取り組みにばらつきはない。各区の特徴・特色・地域性（外国籍の数等）

はあるため、自立支援協議会としての特色はある。区や市の協議会の議事録や取り組みの成果

をホームページにアップしたり、パンフレットを作成したりという取り組みを行っている。 

 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１） 業務内容に関する事 

業務が多い。 

川崎市からの委託の条件として、ミラクル Q（川崎 Ver．）と取り入れること。市の委託で 

あるので、各法人で書式が違うことのないように導入している（今月より）。集計作業として 

は便利だが、業務日誌として共有するには見にくく、別立て業務日誌を作っているため、業 

務が増えた印象がある。実績報告も追いついていない。 

 

（２） 運営に関する事 

今年度より法人より独立して基幹相談支援センターを置いているため、運営管理（労務管理 

や財務管理等）を自身で行っているため、大変である。 

 

（３） その他 

24時間対応に期待をされているが、日中の業務に追われ、現状は夜間対応としては緊急を要 

するものにしか対応できていない。業務の棲み分けができていない現状で課題でもある。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

（１）職員の増員 

計画相談への対応要員がほしい。市からは 3 名＋1 名までしか人件費が出ないため、現実的

には難しい。法人として規定以上の要員を置く場合は、計画相談件数の上限はないが、モニタ

リング等の業務を考えると、それほど多く作成できない。 

 

（２）今後の人材育成 

市での研修システムがあるが、法人の中で現場から相談支援専門員となる場合の育成をど 

うするのか、相談支援専門員が自身の後継者をどのように育成していくのかというシステム 

が見えていない法人がある。 

法人内でシステムを作り、相談支援専門員となりうる職員を対象に研修を実施したところも 
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ある。研修を行った職員の約 8割は相談支援専門員として業務を行っている。 

しかし、業務過多の中での実施である等の課題もあり、研修回数の検討の必要性も感じて 

いる。 

相談支援専門員の育成ももちろんであるが、役割の理解や業務分担の認識を持ってもらうた 

めにも、サービス管理責任者の育成も課題である。 

 

（３）主任相談支援専門員の役割の過多 

ケース数は減らず、新規のケースも困難ケースが多く、そのうえでセンターの運営管理 

業務が加わっているため、キャパを超えている印象である。今年一年は、運営を軌道に乗せ 

ることを目標にしてきたが、今後もこの状態が続くと、継続していくのは難しい。 

川崎市は、制度やサービスは比較的充実しているし、フォーマルな部分では臨機応変にサ 

ービスが提供できていると考えている。今後は、利用者本人の生活に身近なインフォーマル 

な部分でいかにネットワークを広げていくかが課題だと考えている。 

どの事業所もどの相談も受けていくこととなり、今までの専門領域以外の相談も受けてい 

くため、自身の制度に関する知識や連携先の幅を広げていくことの必要性を感じている。 

 

８．課題の解決に向けた方向性 

（１）相談支援専門員の人数が足りない→相談員の増員 

（２）生活支援センターの数が区ごとにばらばら→設置数の統一 

（３）通所・入所施設に併設する生活支援センターが多い→独立性・中立性の確保 

（４）障がい種別に分かれている→障がい種別を問わない支援 

（５）基幹型に必ずしも経験豊かな相談支援専門員がいるとは限らない→「主任相談支援専門 

員」の配置 

（６）相談支援専門員を養成するための研修が少ない→研修システムの構築 

これらの課題に対して、平成 25年度より事業の再編を行うこととなる（「障害者生活支援 

センター」から「障害者相談支援センター」への再編）。 

 

（７）主任相談支援専門員の配置 

  川崎市独自に「主任相談支援専門員」の資格を創設し、基幹相談支援センターへの配置を義

務付ける。主任相談支援専門員になるための要件は以下の通り 

① 相談支援業務に５年以上従事していること 

② 「川崎市主任相談支援専門員試験」に合格すること(筆記試験・面接試験) 

③ 「川崎市相談支援従事者実務研修３」を修了すること 

一定の経験・知識・技術を持つ者を「主任相談支援専門員」として認定し、他の相談支援専

門員の指導・助言・自立支援協議会の運営、生活課題が複雑・困難な利用者への支援などを行

う。 
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（８）研修システムの構築 

  法定研修（相談支援従事者初任者研修と現任者研修）のすき間を埋める研修を実施している。 

① 初任者研修と現任者研修の間の研修 

実務研修 1…実務に従事して 2年未満の者 

（獲得目標は、障がい特性の理解、障害保健福祉制度、相談支援の展開 技法） 

実務研修 2…実務に従事して 2年～4年の者 

（獲得目標は、チームアプローチと相談支援専門員、自立支援協議会の活用と 

展開、コミュニティソーシャルワークの視点、地域の社会資源の開発など） 

② 現任者研修以降の研修 

実務研修 3…実務に従事して一定の経験を有する者（5年ごとに 1回以上受講） 

（獲得目標） 

ソーシャルアクションの視点 

スーパービジョン・ファシリテーション 

障がい者ケアマネジメントとチームアプローチ 
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センター名称 たま基幹相談支援センター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 1

センターがカバーするエリアの人口 213000人

● ●

○ ● ○

身体障害 ○ ● ○ ○

知的障害 ○ ● ○ ○

精神障害 ○ ● ○ ○

発達障害 ○ ● ○ ○

高次脳機能障害 ○ ● ○ ○

難病 ○ ● ○ ○

障害児 ○ ● ○ ○

世帯の支援が必要なケース ○ ● ○ ○

家族支援も必要なケース ○ ● ○ ○

地域移行ケース ○ ● ○ ○

自市町村外からの転入（転出）ケース ○ ● ○ ○

広域対応が必要なケース ○ ● ○ ○

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ○ ● ○ ○

触法ケース ○ ● ○ ○

相談支援専門員からの相談対応 ●

ケース会議同席 ○ ●

事例検討実施 ●

委託のスーパーバイズ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ○ ● ○

通常のケースの計画相談実施 ● ○

専門性が高いケースの計画相談実施 ● ○

計画の検証 ● ○

計画のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ○

指定事業所の連携推進 ○

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ● ○

研修の企画運営 ○

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ○ ●

サビ管研修の企画運営 ○

交換研修・インターンシップの受け入れ ○ ●

指導者養成研修への参加 ○

全体企画運営 ○ ● ○

各市町村・各区協議会への参加 ○ ● ○

圏域協議会への参加 ○

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ○

研修の企画運営 ○ ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ○

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ● ○

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ● ○

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ● ○

医療機関 ● ○

発達障害者支援センター ● ○

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ● ○

地域相談のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○

住居サポート事業の受託 ○

体制整備のコーディネート ○

精神科病院訪問 ○ ● ○

入所支援施設訪問 ○ ● ○

権利擁護に関する地域の実態把握 ○ ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ○ ●

通報受付 ○

緊急一時保護場所調整 ○

夜間通報受付 ○

相談対応 ○ ● ○

市町村長申立て機能受託 ● ○

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ● ○

社会福祉協議会 ● ○

弁護士会 ● ○

司法書士会 ● ○

社会福祉士会 ● ○

地域生活定着支援センター ●

広報発行 ○ ● ○ ○

ホームページ開設・運営 ○ ○

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ● ○

24時間365日対応 ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮）

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

相談支援体制セルフチェックシート

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）

中項目

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談
自立支援
協議会

その他
関係機関

①総合的・専門的な相談
支援の実施

委託相談の後方支援

人材育成

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

常勤（　　　　　）人、非常勤（　　　　　）人　　カバー人口に対して必要な人数の配置が必要
と思いますが現時点での人数が足りないのは事実ですが、必要人数が何人かはわかりま
せん。

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　４　　　）人、非常勤（　　　　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み
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 第２節 カバーエリア人口５０万人以上１００万人未満の基幹相談支援センター 

 

【実践事例４：福岡県 北九州市障害者基幹相談支援センター】      

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

 平成 8 年度に障害者支援センター事業を身体・知的・精神別に、市内の複数の福祉団体、・法人

に委託。それぞれのセンターごとで「相談・援助、広報活動、ボランティアの育成・支援」を実

施。 

 平成 14 年に独自で取り組みを行っていた各支援センターの一般財源化を期として、新たに「北

九州市障害者地域生活支援センター」として、一カ所に集約。３障がいを対象とする相談援助の

拠点として、各関係団体から職員の専任派遣を受けて運営。 

 同年度に各関係団体からの職員派遣に関して、職員の待遇や勤務形態、業務内容について検討

すべく障害福祉課をはじめ、各関係団体の理事長・事務局長らに参加してもらい、センターの運

営協議会を形成し、あり方を検討。平成 18 年度に NPO 法人北九州市障害者相談支援事業協会を

設立。平成 20 年に職員を出向から NPO 所属に統合化。その後、当該事業の目的や主旨を鑑みて、

社会的信用・信頼を高めることの必要性から公益社団法人の認定を受け、現在の法人を設立する。 

 平成 24 年 10 月より、北九州市障害者基幹相談支援センターが開設される。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

 設置場所：地域公共施設（ウェルとばた） 

   北九州市により開設された、公益施設・オフィスビルの複合施設の６F 

 設置法人：単一法人委託 （公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会） 

 設置形態：基幹相談センターと相談支援事業所の重層型 

 カバーエリア人口：97．68 万人（2010 年度） 

           

３．運営方法 

  委託契約内容 

① 北九州市障害者基幹相談支援センター事業（障害者相談支援事業） 

② 北九州市障害者虐待防止センター事業 

③ 北九州市障害者居住サポート等事業 

④ 北九州市障害者自立支援協議会事業 

⑤ 北九州市障害児（者）ホームヘルパースキルアップ研修事業 

  職員配置 

  常勤職員：24 名  パート職員：3 名   相談支援専門員    17 名 

職員資格 

  ① 社会福祉士           12 名 

  ② 精神保健福祉士          4 名 

  ③ 保健師（再委託）         2 名 
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４．カバーエリアの相談支援体制 

 （指定特定・指定一般・指定障害児、市町村直営相談状況等 

  基幹相談支援事業所       1 事業所（市で設置） 

  委託相談支援事業所       8 事業所 

  指定特定相談支援事業所    27 事業所 

  指定障害児相談支援事業所   13 事業所 

  指定一般相談支援事業所    13 事業所 

  

 委託相談支援事業所は、それぞれ専門性によって分かれており、すべて自立支援協議会の定例

会に参加している。 

 指定相談支援事業所は、自立支援協議会で定期的に行われる指定相談支援事業所等連絡会議に

参加している。 

 基本的には、一次的な基本相談は基幹に入るような体制を取っており、その後、指定相談事業

所に振っていくようにしている。逆のケースもまれにある。  

 

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況 

  平成 24 年度実績で、基幹相談支援センターが設置された平成 24 年 10 月以降、マスコミ等 

に取り上げられたこともあり、それまでの月平均に比べ延べ件数が倍増している。 

（おおよそ、月 2000 件）、多い月は、3000 件を越えている。 

  実数では、新規が 236 件、継続が 445 件でおおよそ 700 件ほど。 

（２）計画相談支援状況 

 基幹相談支援センターでは、計画相談は行っていない。基本的な相談から、計画相談に移行 

の前のアセスメント等の情報整理を担っているイメージである。 

（３）協議会関連業務状況 

  市からの委託を受け、自立支援協議会に事務局を置き、運営している。自立支援協議会には、 

個別支援会議、定例支援会議、指定相談支援事業所等連絡会議、地域ネットワーク部会、権利 

擁護部会、地域生活支援研究会、事務局会議、総会等を置き、月１回～隔月１回程度会議を開 

催。各区役所窓口、委託相談支援機関、指定相談支援事業所等からの報告をうけ、ケースの検 

討等の研修会や OJT を行っている。 

（４）困難事例への対応状況 

  基幹相談支援センター内にアドバイスシステムがあり、センターで再委託している保健師や 

発達障がいの専門支援アドバイザーを 3 名に来ていただき、月に 1 回、内部でケース検討や直 

接的な訪問、外来でのアドバイスを得ている。 

  また、虐待防止センターでは、平成 24 年 7 月より福岡県弁護士会北九州部会の弁護士と月 

に１回勉強会を行っている。勉強会は、市が主催して行ない、成年後見などの一般の勉強会（3 

ヶ月に 1 回）と虐待に特化した勉強会（月 1 回）の二手に分かれて行っている。 
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（５）広域調整等の連携状況 

  北九州市は 7 区で構成されているが、地域包括ケアシステムをにらんだ、高齢者の地域包括 

地区が 24 地区あり、その地区を元に職員で地区割りしている。1 人の職員が 2～3 地区受け 

持つ形で行っており、地区の統括と虐待防止や触法の対応も合わせて行っている。 

（６）カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

  自立支援協議会にて、指定相談支援事業所等連絡会議をおおよそ 2 ヶ月に 1 回のペースで行 

っている。基本的には、基幹相談支援センターがよろず相談・よろず支援ということで相談を 

受け、内容を精査し、それぞれの事業所に振っていく、またはその逆もあるが、最近は各区役 

所から指定相談支援事業所へ直接依頼するケースも増えつつある。 

  会議の中では、初期相談の状況等をある程度報告してもらい、サービスの内容について基幹 

で確認を行うなどの研修会や OJT を行っている。 

（７）地域移行関連業務状況 

  平成 24 年度までは他福祉団体が委託を受けて居住サポート等事業を行ってきたが、平成 25 

年度からは個別給付化されたことにより、住み替えを中心とした事業の委託を受けて実施して 

いる。家探し以外の相談については基幹の相談員につないでいる。また、基幹の相談員から住 

み替えや単身生活についての相談である場合、相談が挙がってくる。地域移行・地域定着の事 

業所で、住居探しのノウハウがない場合、その協力を行っている。新規相談は月に 13～14 件。 

すぐに住居探しに入れる方は、2 割程度となっているため、今後は広報も含めて基幹相談支 

援センターとして受けた相談から情報整理した上で居住サポート等事業の利用に繋げていく形 

態を整備していく必要がある。 

  障がい種別では、精神障がいの方が圧倒的に多い。次いで身体障がい、知的障がいである。 

身体障がいは、高齢で、障害者手帳を取得し、ケアマネージャーからの相談が増加した。 

   北九州では、入居契約の際、すべての人が連帯保証人と保証会社の 2 つの保証が必要となる。 

障がいを持っている場合、その審査が通り辛い。市でも、柔軟にしてもらえるよう働きかけ 

 てもらってはいる。 

市営住宅は困窮者枠があり、緊急性の高い人から優先的に入居できるようになっている。 

4 月から 12 月前半までの入居決定者は、民間・市営住宅含めて 27 名となっている。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

  虐待対応については、基幹相談支援センターと本庁所属になっている虐待対応の専任職員、 

７区の係長がトライアングルで行っている。７区間で対応の温度差があるため取り組み方の平準 

化が図りづらい実情がある。 

民間の相談機関として虐待防止センターを 3 ヶ月運営するなかで、夜間・休日等の対応への職 

員個々の精神的負担が過剰と判断したことから障害福祉課と協議の上で、夜間は民間のテレフ 

ォンセンターを利用している。テレフォンセンターの第 1 連絡先は、基幹相談支援センター長 

となっている。日中は基幹相談支援センターで対応している。各地区の責任者が１週間を交替 

で虐待の受付を行っており、連続性を保つ上で受けた人が最後まで対応を行う。相談（通報） 

は明け方が多い。 
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（９）専門相談に関する事業状況 

  療育・発達障がいについては、北九州市立総合療育センター地域支援室、高次脳障害関連は 

 北九州市発達障害者支援センター、就業・生活センターは北九州障害者仕事サポートセンター 

が中心となり担っており、必要に応じて基幹相談支援センターが連医を図っている。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

 基幹相談支援センターとしての連携は、今はない。 

 総会に施設協議会の長に出席してもらう、地域ネットワーク部会に一時期出席してもらう程 

度である。 

（11）営業時間 

  営業時間 月曜日～土曜日 9：00～17：45 

  電話、メール相談は、24 時間 365 日受け付けている 

（パンフレットには、メールアドレスを掲載） 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  北九州市障害者基幹相談支援センターは、全国でも早い段階から基幹型の相談体制をイメー 

ジし、相談支援の機能分化をリードしてきた事業所である。理由としては、現在の多様化する 

相談内容を想定し、相談当事者の負担を軽減するワンストップ型を目標におき、活動してきた 

結果だと考えられる。 

 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）業務内容に関する事 

センター職員のインテークとアセスメントの力を補強していかなければならない。これまで、 

サービスを組み合わせて利用者に紹介することに慣れすぎていた面が強く、丁寧にインテーク、 

アセスメントを OJT していく上では時間を要すことから、早い段階で職員個別の相談業務を 

進めてきたことに要因があると考えられる。研修を重ねても職員個々の相談受付力の向上は急 

速には習熟できない。 

基本相談、サービス等利用計画、専門相談の役割をそれぞれの事業所がいかに担っていくか。 

 

（２）運営に関する事 

  全事業公益認定を受けているため、会計の動かしようがないことで、法人会計の財源留保が 

難しく、現状では立ち上げ時の基本財産が法人の基本財産となっている。今後急激に増加する 

と思われる指定相談支援事業所連絡会議の参加人数を収容できる会場（100 人規模）が不足す 

ることが考えられる。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

基幹は小さくても基幹として確立していく方向になければならない。小さな市町村になると、

地域包括支援センターに統合されるのではないか。 

相談支援専門員の更新について、業務命令で来ている人も多い。人材確保が重要。 

これからの相談支援専門員に自分たちで人的ネットワークをつくっていく力が必要である。（弁
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護士や学識者との） 

これからの基幹や委託がやらなければいけないのは、スーパービジョンである。スーパービ 

ジョンが出来る人材を基幹や委託は育成する必要がある。そうでなければ、相談支援専門員の 

質はあがらない。 

基幹相談支援センターが受けていく相談は、家庭基盤が脆弱な複数の要支援者がいる家庭、

発達障がい、高次脳機能障がい、今後は触法障がい者の課題が迫っている。そういった対象者

への支援のながれを DVD や事例集などでモデル化して示していくことで全国的にも各市町村

が重要性を感じて貰えれば基幹相談支援センターの設置、全国レベルでの基幹相談支援センタ

ーの連携が図られるのではないか。 
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センター名称
公益社団法人北九州市障害者相談支援事業協会　北九州市障
害者基幹相談支援センター・障害者虐待防止センター・北九州市
障害者居住サポートセンター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 北九州市

センターがカバーするエリアの人口 約９８万人

● ●

○ ● ○ ○ ●

身体障害 ○ ● ○ ●

知的障害 ○ ● ○ ●

精神障害 ○ ● ○ ●

発達障害 ○ ○ ● ○ ●

高次脳機能障害 ○ ○ ● ○ ●

難病 ○ ● ○ ●

障害児 ○ ● ○ ○ ●

世帯の支援が必要なケース ● ○ ●

家族支援も必要なケース ● ○ ●

地域移行ケース ● ○ ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ● ○ ●

広域対応が必要なケース ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ○ ● ● ○ ●

触法ケース ○ ● ○ ○ ○ ●

相談支援専門員からの相談対応 ○ ● ○ ○ ●

ケース会議同席 ○ ●

事例検討実施 ○ ● ○ ○ ●

委託のスーパーバイズ ● ○ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ○ ○ ● ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ○ ○ ○ ● ●

通常のケースの計画相談実施 ● ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ● ●

計画の検証 ○ ● ● ●

計画のスーパーバイズ ● ● ●

研修の企画運営 ● ● ●

指定事業所の連携推進 ● ● ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ●

研修の企画運営 ● ○ ● ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ● ● ● ●

サビ管研修の企画運営 ●

交換研修・インターンシップの受け入れ

指導者養成研修への参加 ● ● ● ●

全体企画運営 ● ● ●

各市町村・各区協議会への参加 ● ● ●

圏域協議会への参加 ● ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ● ●

研修の企画運営 ● ● ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ● ●

ピアサポート活動への支援 ● ●

行政との役割分担の明確化 ● ● ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ● ●

市町村窓口との一体化（一本化） ● ● ●

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ● ● ● ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ● ● ● ●

医療機関 ● ● ● ●

発達障害者支援センター ● ● ● ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ● ● ● ● ●

地域相談のスーパーバイズ ● ●

研修の企画運営 ● ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

住居サポート事業の受託 ● ●

体制整備のコーディネート ● ●

精神科病院訪問 ●

入所支援施設訪問

権利擁護に関する地域の実態把握 ● ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ● ●

通報受付 ● ●

緊急一時保護場所調整 ● ●

夜間通報受付 ● ●

相談対応 ●

市町村長申立て機能受託 ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ○ ○ ● ●

社会福祉協議会 ● ○ ●

弁護士会 ● ○ ●

司法書士会 ● ○ ●

社会福祉士会 ● ○ ●

地域生活定着支援センター ● ○ ●

広報発行 ● ●

ホームページ開設・運営 ● ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ● ●

24時間365日対応 ● ●

事務職員の配置 ● ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ● ●

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ● ●

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

小項目

行政との連携

協議会
その他

関係機関
基幹

センター
記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

委託相談

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）

中項目

３障害等への総合的な対応

関係機関との連携

①総合的・専門的な相談
支援の実施

情報発信・共有

成年後見相談機能

専門機関との連携

地域の実態把握

虐待防止センター機能

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

委託相談の後方支援

計画相談支援の推進

地域相談支援の推進

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

常勤（　　　　　）人、非常勤（　　　　　）人　　　※市内を３ブロック化、事務所の
分化を図り各１５名体制で４５名

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

①担うべきこととは相違するが、基幹相談支援センターの全国組織作り、全国
を地区ブロックごとにしたブロック会議、合わせて大都市圏域、広域、市町村単
位の分科会開催。
②大都市圏域に限ってと思われるが、発達障害者支援センター、就業・生活
支援センター、高次脳機能障害推進事業と基幹相談支援センター機能を統合
化した障害者総合支援センターとしてのワンストップ体制。

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　２５　　）人、非常勤（　　　３　）人

基幹センターの体制整備

基幹相談支援センター機能モデル　（相談支援体制整備チェックリスト）　

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

人材育成

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）
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【実践事例５：大阪府堺市 障害者基幹相談支援センター】            

    調査センター：総合相談情報センター  

 

１．設置の経緯 

もともとの地域生活支援センター、18 か所、連絡協議会を持っていたのが基。18 か所が集ま

って法人（NPO 堺市相談支援ネット）を立ち上げて、平成 24 年 4 月からスタート。18 法人に協

力をもらい、相談員をされていた方を出向という形で当法人に来てもらっている。  

他の相談員は当法人として直接雇用している。総勢 44 名。出向が 25 名。残りが直接雇用して

いる。  

1 年後に元法人に帰る人もいる。3 年間限定で出向という扱い。平成 27 年 3 月には全員出向元

へ戻るため、出向の方は 0 人になる。平成 25 年に出向 4 名が当法人の職員に転籍された。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

当法人が基幹相談センター7 か所及び総合センターのみを受託している。指定相談事業は取っ

ているが、実績は 0。総合センターは堺市の建物で、堺市事業団が運営。常勤 3 名、事務局 3 名

の体制である。 

各区役所の中に、○○区基幹相談支援センターが入っている。計 35 名、内常勤 29 名、非常勤

6 名である。発足当初は基幹の認知も少なく件数も少なかったが、今年度は昨年度の倍以上の件

数がある。区役所内にあることで、住民に周知されてきたメリットもあり、区役所からの相談を

そのまま基幹相談支援センターへつながる。来所のメリットがある。デメリットは土日開所でき

ないこと。ただし、訪問や同行は土日でもやっている。市民が来る区役所で、「障がい」とつくと

ころが基幹相談支援センターのみのため、年金、手帳のことなど、「障がい」がつくと何でも相談

が来る状況である。 

堺区及び南区が相談員 6 名、東区が相談員 4 名、残りが相談員 5 名。すべてセンター長含む。 

 

３．運営内容 

委託契約内容は以下の通り 

・基幹センター 

・地域移行体制整備 

・居住サポート 

・権利擁護・虐待防止 

職員配置としては別紙の通りだが、社会福祉士が 18 名、精神保健福祉士が 22 名（両方所 

有者は 5 名）。相談支援現任者が 13 名、指導者が 3 名。精神保健福祉士が多く、課題と考えて 

いる。初任者研修は昨年まで直営で研修参加費は 500 円であったが、委託になり 34,000 円に 

変更となった。基幹センターは指定相談を指導する立場にあるという意味で、大阪府に受けさ 

せて欲しいとお願いした。定員 550 名に対し 1,300 名の申し込みあり、他の指定が人事異動の 

関係で受けようとしても、新しく指定相談をはじめようとしても、受けられないというが現状 

がある。 
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（１）基本相談支援状況 

相談件数は資料の通り。のべ 6,000 人、30,000 件。堺市の状況として身体障がい者が多い、

半数が肢体不自由。自立支援医療の受給者は 12,000 名くらいである。 

地域の特徴として、南区は泉北ニュータウン、高度成長期に造成され、高齢になった人や帰

国者が多い。もともと堺市の住民でない人も多いため、地域的に要求が高い地域である。あと

は人口比だが、美原区は他の区の人口 1/3、理由は堺市が合併したため、まだ地域としては村、

田舎として地域社会としての力があり、家族や地域で支えあっている地域である。 

相談状況の半数が本人または家族からであり、内容としてはサービス利用支援が多い。その

他というのは事業等への問い合わせ、情報提供の件数等である（事業所の空きや GH の同行支

援など、分けきれないことがその他になっている）。堺市全体で世帯人員が 2.4 人だが、美原区

は 2.7 人。美原区、南区は高齢化が大きい。障がい種別としては、継続相談の登録者数 535 人

のうち、知的が 258 人。現状として精神保健福祉士が多い中で、相談の現状と合わないと考え

ている。これは直接雇用の条件が相談支援従事者研修受講済みとし、社会福祉士または精神保

健福祉士を持っている人としたため、精神保健福祉士が多い。来年度も７～8 名の雇用を考え

ているが、身体・知的の経験者を条件として、募集方法を工夫していきたい。 

土日の相談や早朝が増えてきているのは、精神科病院等への受診同行である。夜間の相談は

日中の相談が伸びた場合や本人含むカンファレンスのためである。 

なお、障害程度区分認定調査は市の非常勤職員が行っている。 

 

◆協議会 

総合相談情報センターはすべての委員として関わっている。また、市全体では年 3 回実施し 

ている。 

当事者部会は毎月開催している。昨年は平塚市での会議や神戸市が視察に来た。障がい種別

ごとに 12 名いる。3 障がい、難病。神戸市にも話に行く予定。 

地域生活支援部会は、各事業所の役員や社協の施設部会の代表等で構成し、相談部門として

当法人や行政の関係機関などが参加している。 

研修担当は、誰を対象にし、誰を講師として、何を行うかを検討している。毎年 1 月の研修

部会で、次年度の大枠を決めることにしている。リスクマネジメント研修としては、交通事故

や自転車による訪問などの際に気を付けること、道路交通法の改正などもテーマとしている。 

事務局会議・運営会議は、全体、各部会の進め方を検討している。 

施策推進協議会は、地域生活、就労、障がい児教育、発達などの部会をもち、計画の改定な

どを議論しており、他に精神保健福祉審議会も関わっている。 

区協議会は毎月、関係者、指定事業者、ヘルパー事業者の代表が参加し、ネットワークを大

切にしている。各区で区民祭りが区役所主催であり、基幹相談緯線センターや協議会でブース

をもらい、周知や授産製品の販売なども実施している。各区で年金相談会、成年後見相談会も

開催している。 
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◆相談支援機能強化事業  

 社会保険労務士、PT、OT、ファイナンシャルプランナーなどを招いてアドバイスをもらう。

例えば、債務整理が必要な障がい者の支援について、相談員が弁護士に相談に行く。必要に応じ

て本人同席で相談をさせてもらうこともあり、当法人で障害基礎年金の冊子を作成して、とっか

かりになるような冊子を作った。堺市には特別支援学校が 6 校あるため、毎年、高等部 3 年生の

進路相談があり、各校に各相談支援センターが訪問し、グループホームや就労支援など全体的な

ことを知ってもらうために、年金の冊子を渡して可能性があることを説明している。 

 

（２）計画相談支援状況 

指定特定相談支援事業所が 56 か所、そのうち 8 か所が当法人であるが請求はしていない。昨

年度まで研修受講料が 500 円ということもあり、グループホームが指定相談を取ったりしてい

るが、看板だけである。相談内容が落ち着いた段階で、指定相談に計画相談をお願いしている。

現実に計画を立てられる事業所が少ないので、各基幹相談支援センターが計画を立てて、落ち

着いたら指定に渡しているが、定期的にフォローして新たなニーズを見出す面接を実施してい

る。 

指定相談支援事業所によっても実績にばらつきがあり、研修も受けてもらっているが、可能

性としては自分の法人サービス利用者だけの計画を立てている可能性が高い。進捗率は 17％、

大阪府内としては高い方ではないかと思われる。指定相談支援事業所は現実的に 1 人職場であ

る。1 人で何ケース持てるか？と試算したが、報酬ベースで考えると、150 人。モニタリング

をならすと月 30 件程度のモニタリングとなり、現実的には無理。  

サービス等利用計画を立てて、しっかりフォローするなら 30 人。モニタリングのフォローに

少し手を抜いても 40 人。基幹で計画作って、ぼちぼち落ち着いてきたので、指定に振りたくて

も受け手がないのが現状である。このままで行くと、基幹相談支援センターがパンクしてしま

う。ただし、委託相談支援事業のため人を増やすわけにもいかない。 

本来であれば、指定相談支援事業所が増えて計画を立てられれば、基幹相談支援センターが

地域の中に入って活動できるが現状ではできない。今は「人を増やして欲しい」や、「全員に iPad

を渡して欲しい」とか、「車が足りない」とかの要望が出ており、今年度は各区にアシスト自転

車の配置を検討している。 

 

（３）困難事例への対応状況 

家族含めて障がい者、親と子にそれぞれ基幹相談支援センターがついており、一緒に集まり 

情報共有し、住んでいる区は違ってもトータルで家族の支援になるよう対応している。グルー 

プホームの希望がとても多い。グループホームの空き情報を総合センターで集約している。相 

談のあったケースの情報をもらっておき、グループホームが空いたら各基幹相談支援センター 

にケースを戻して、体験などの情報をお伝えする対応している。 

遷移性意識障がい、若年者、退院させたい、しかし療養介護は入れない。知的障がいもない

ため重心の短期入所も使えない、といったケースが 2 件ある。医療機関を見つけても、家族が

自宅でみたいと言っているため、利用できるサービスと家族の頑張りになっている現状がある。 
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（４）地域移行  

  本人へ病院外への生活を話したり、少し外に出てもらったりしているが、医療機関が言うに 

は、地域移行できる人はもう移行したとの見解である。しかし、相談員と話すと、家族からの 

反対で出せないということが分かる。重度の方の在宅支援、制度の充実が必要と感じている。 

 また、入所施設の場合は、せっかく入ったのに一度地域移行したら、また入られるか心配で 

退所できない。身障の療護施設にボランティアを連れて行き、腹話術など、施設外の体験をし 

てもらう実践をしている。実績一覧以外に、精神科病院からその病院が運営している府ループ 

ホーム等への移行が 50 件程度である。 

（５）権利擁護・虐待関係 

  相談の中では成年後見制度の相談も受ける。今年から社会福祉協議会に権利擁護サポートセ

ンターが成年後見を利用するために、支援や金銭管理などを行っているため役割分担をしてい

る。 

今年の 4 月から直営で、障害者支援課内に虐待対応チームができた。8 名体制。24 時間対応。

課長代理級以上が電話を持っている。今年の実績支援件数は 26 件。虐待チームが動いたケース

はすべて基幹相談支援センターが絡んでいる。障がいが絡むと、すべて障がいの虐待チームに

繋がって、すべて基幹相談支援センターが一緒に入る形を取っている。 

（６）専門相談との連携 

  すべて同じ建物内に入っているため、日常的に連携している。総合センターに来た相談で、

例えば、高次脳機能障がいと思われると、同じ建物内のセンターで訓練を受けたりする。各機

関に区協議会にも参加してもらい情報共有している。 

（７）サービス管理責任者・サービス提供事業所等との連携 

 区の協議会で連携している。 

（８）営業時間 

 区役所の営業時間と一緒である。 

（９）特徴的な取り組み 

 居住サポート事業として、退院が近い人にウィークリーマンションと連携して、1 か月限定

で体験生活をしてもらっている。アセスメントしながら、住居を確保して、ヘルパーや訪問看 

護を入れて体験してもらい、本人や家族と振り返り単身生活へつなげる方法を取っている。今

年度実績 5 件、費用は当法人が丸抱え、1 人当たり 10 万円が限度である。対象者の選定とアセ

スメントは慎重に実施している。本人、家族を巻き込み、年間 10 件が限度だが広げていきたい

と感じている。 

それと並行して、そこまでしなくても、グループホームに住んでいる利用者が自分で就労系 

事業所に通って、1 人暮らしできるようなケースは、協力してもらえる不動産一覧に掲載した 

不動産屋に行き（極端には本人が 1 人で行き）、その内容を不動産者から基幹相談支援センター 

にフィードバックしてもらうといった連携がある。ケースによっては DV 被害などもあり、堺 

市といってもまだまだ地域で理解が進んでいない部分もあるため、民生委員とは協力して地域 

に説明に行くこともある。 
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◆課題 

基幹相談支援センターは、障がい者も障がい児も相談を受けている。しかし、行政は本庁 2 課

あり、それ以外に精神はこころのセンターがある（健康部で部も違う）。子どもは青少年局で局も

違う。さらに、難病センターも出来て、障がいが重複すると行政のどの窓口に聞けばいいか、関

係機関が多くて対応が難しい。 

◆今後の展開 

まずは指定相談支援事業所が増えていかないと展開には至れない。そのために、相談支援従事

者研修をできるだけ受けて欲しいが、相談員が増えても基幹相談支援センターが実施している計

画作成を、指定相談支援事業所に振れるかが疑問である。そのため、もっと地域に入って、日々

の支援をすることは無理かと感じてしまう。 

将来的な展望としては、行政の縦割りの横串になりたい。また、次年度の福祉に関する市の長

期計画の中で盛り込んでいきたい。地域に箱モノを立てたほうがコスト的にかからない場合もあ

る。小規模多機能を各区に２か所くらいなどが考えられる。 

◆地域資源の開発 

各区協議会で実践している。たとえば、西区では西区資源マップを作成。事業所の一覧に加え

て、車いすで使えるレストランや障がい者が使える映画館など掲載する。また、堺健康プラザの

ロビーに検索機があるが、今年から訪問看護を入れたりしたが、各法人の意向もあり情報が十分

ではない。当事者部会が立ち上げているブログで理解のあるレストランも紹介している。当事者

部会でシール（障がい者の使用可能）を作って貼らせてもらっているが、周知されているかとな

るとまだまだであり、タブレット端末や音声認識による情報ツールの導入も必要と感じている。 
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センター名称 堺市総合相談情報センター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 1　（市内7か所の基幹相談センターがカバー）

センターがカバーするエリアの人口 84,2万人

● ●

○ ● ○

身体障害 ◎ ◎ ○ ○ ◎

知的障害 ◎ ◎ ○ ○ ◎

精神障害 ◎ ◎ ○ ○ ◎

発達障害 ◎ ◎ ○ ○ ◎

高次脳機能障害 ◎ ◎ ○ ◎ ◎

難病 ◎ ◎ ○ ○ ◎

障害児 ◎ ◎ ○ ○ ◎

世帯の支援が必要なケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

家族支援も必要なケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

地域移行ケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

自市町村外からの転入（転出）ケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

広域対応が必要なケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

触法ケース ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

相談支援専門員からの相談対応 ◎ ◎ ○ ○ ◎

ケース会議同席 ◎ ◎ ○ ○ ◎

事例検討実施 ◎ ◎ ○ ◎

委託のスーパーバイズ ◎ ○ ○ ◎

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ◎ ○ ◎ ○ ◎

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ◎ ○ ◎ ○ ◎

通常のケースの計画相談実施 ○ ◎ ○

専門性が高いケースの計画相談実施 ◎ ◎ ○

計画の検証 ◎ ◎ ◎ ○

計画のスーパーバイズ ◎ ◎ ○ ○

研修の企画運営 ◎ ◎ ○ ○

指定事業所の連携推進 ◎ ◎ ○ ○

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ◎ ◎ ○ ○

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ◎ ◎ ○ ○

研修の企画運営 ◎ ○ ○

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ◎ ○ ○

サビ管研修の企画運営 ◎ ○ ○

交換研修・インターンシップの受け入れ ◎ ○ ○ ○

指導者養成研修への参加 ◎ ○ ○

全体企画運営 ◎ ○ ○ ○

各市町村・各区協議会への参加 ◎ ○ ○ ○

圏域協議会への参加 ◎ ○ ○ ○

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ◎ ○ ○

研修の企画運営 ◎ ○ ○ ○

ピアサポーターによる相談支援の支援 ◎ ○ ◎ ○

ピアサポート活動への支援 ◎ ○ ◎ ○

行政との役割分担の明確化 ◎ ◎

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ◎ ○

市町村窓口との一体化（一本化） ◎ ○

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ◎ ◎ ○ ○ ◎

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ◎ ◎ ○ ○ ◎

医療機関 ◎ ◎ ○ ○ ◎

発達障害者支援センター ◎ ◎ ○ ○ ◎

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ◎ ◎ ○ ○ ◎

地域相談のスーパーバイズ ◎ ◎ ◎

研修の企画運営 ◎ ◎ ◎

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ◎ ◎ ◎

住居サポート事業の受託 ◎ ◎ ◎

体制整備のコーディネート ◎ ◎ ◎

精神科病院訪問 ◎ ◎ ◎

入所支援施設訪問 ◎ ◎ ◎

権利擁護に関する地域の実態把握 ◎ ○ ○

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ◎ ○ ○

通報受付 ◎ ○ ○

緊急一時保護場所調整 ◎ ○ ○

夜間通報受付 ◎ ○ ○

相談対応 ◎ ○ ○ ○

市町村長申立て機能受託 ◎ ○ ○ ○

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ◎ ○ ○ ○

社会福祉協議会 ◎ ○ ○ ○

弁護士会 ◎ ○ ○ ○

司法書士会 ◎ ○ ○ ○

社会福祉士会 ◎ ○ ○ ○

地域生活定着支援センター ◎ ○ ○ ○

広報発行 ◎ ○ ○

ホームページ開設・運営 ◎ ○ ○

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ◎ ◎ ○

24時間365日対応 ◎ ○ ○

事務職員の配置 ◎ ○ ○

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ◎ ○ ○

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ◎ ○ ○ ○

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

その他
関係機関

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談
自立支援
協議会

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

委託相談の後方支援

人材育成

協議会事務局

◎は行政と基幹が役割分担の上、主体的に実施

行政との連携

関係機関との連携

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

常勤（　　　　　）人、非常勤（　　　　　）人不明確な部分が多く回答不能

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　25　　　）人、非常勤（　　6　　　）人

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

成年後見相談機能

専門機関との連携

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

①総合的・専門的な相談
支援の実施

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応



83 

 

 第３節 カバーエリア人口３０万人以上５０万人未満の基幹相談支援センター 

 

【実践事例６：北海道帯広市 十勝障がい者総合支援センター】      

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

帯広市自立支援協議会を立ち上げたときから、将来的に市内の相談支援の基盤整備が進み事 

業所が複数になった際に、全体を把握し、事業所間のコーディネートをする機能、人材育成・養 

成・研修機能、相談支援を評価する機能等（基幹的機能）が必要であるという課題意識を持って 

いた。基幹的機能は自立支援協議会でも果たせるが、具体的な困難事例対応までを想定した場合 

には、特定法人が責任を持って対応したほうが効果的であるため、国の施策動向もふまえ、平成 

24 年 4 月にセンターを設置した。 

（参考：帯広市地域自立支援協議会の組織図） 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置場所：地域公共施設（市民活動プラザ六中） 

閉校した中学校の建物を活用し、10 以上の民間福祉事業所・文化団体等が帯広市の支援を受 

けながら、地域の支え合い体制づくりの拠点として多様な活動を展開している。また、広く市 

民に活用してもらうためのソフト事業推進室を設け、喫茶や食堂の運営と市民に関心を持たれ 

る様々な行事を企画している。基幹運営法人を含む 3 つの法人がコンソーシアム（企業体）を 

組織して、指定管理を受けている。 

 

設置法人：単一法人委託 

設置形態：基幹相談センターと委託・指定相談支援事業所機能の併設型 

基幹受託法人は、帯広市から基幹相談支援センターのほか、十勝圏域地域づくりコーディネ 
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ーター［アドバイザー事業を継承した北海道単独事業。圏域の 1 市 16 町 2 村、人口 36 万人を 

カバー］、圏域内他町の委託相談支援事業も受託している。これらの事業すべてを 1 事業所で実 

施しているため、業務状況に応じて相互支援が可能である。 

 

カバーエリア人口：17 万人 

 

３．運営方法 

委託契約内容 

  市の相談支援体制の強化を図るため、相談体制が設けられている関係各機関及び団体等の相 

談支援に対し、総合的に必要な調整及び支援等を行いながら、相談支援事業の中核的役割を担 

う基幹事業を実施する。具体的な内容は以下の通り（仕様書の項目）。 

① 指定相談支援事業所等の相談支援対応 

② 計画相談支援等の課題整理 

③ 相談支援専門員研修の実施 

④ 成年後見制度利用支援 

⑤ 広域利用に係る検討会議等の実施 

職員配置（常勤兼務 8 人、非常勤兼務 3 人） 

①  相談支援専門員   10 名 

②  事務職員      2 名 

 職員資格 

① 社会福祉士      4 名 

② 精神保健福祉士    5 名 

③ 介護支援専門員    3 名 

④ 初任者研修修了者   10 名 

⑤ 現任研修修了者    5 名 

⑥ その他国家資格    3 名(看護師 1 名を含む) 

 

４．カバーエリアの相談支援体制 

 （指定特定・指定一般・指定障害児、市町村直営相談状況等 

  基幹相談支援事業所     1 事業所 

  委託相談支援事業所     2 事業所（うち 1 つは基幹） 

  指定特定相談支援事業所   6 事業所  ※委託相談支援事業所 2 ヶ所以外の 

  指定障害児相談支援事業所  4 事業所  相談支援専門員は施設等との兼務であり、 

指定一般相談支援事業所   6 事業所  稼働率に限界がある。 

 

５．基幹相談支援センターの業務内容 

帯広市からの委託であるが、帯広市は十勝圏域唯一の市であるため、圏域のけん引役として圏

域内の他町村の研修受講等も受け入れている。 
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（１）指定相談支援事業所等の相談支援対応 

指定相談支援事業所（児童含む）、就業・生活支援センター、医療機関、当事者団体、行政機 

関等からの困難事例相談に対し、調整支援、助言指導を実施するとともに、相談支援体制の課 

題等を整理し、報告する。 

市内の各事業所から随時相談を受けており、利用者の対応、相談の受け方の支援、情報提供 

を行っている。相談支援事業所、就労系事業所からの問い合わせが多いが、町村などからも問 

い合わせがある。 

（２）計画相談支援等の課題整理 

個別給付される計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援に係るケアプラン、モニタリ 

ング等の検証を行い、課題等を把握するとともに、その解消に必要となる事項について整理す 

る。 

計画相談が始まった時に実働できる相談支援事業所が基幹併設の事業所だけだったため、初 

期の困難事例をすべて担当することになり、既に飽和状態である。 

（平成 25 年 9 月末時点で指定特定相談支援：35 件、指定障害児相談支援：3 件、指定一般相談 

支援：5 件）計画を立てるべき 2,000 件のうち、現時点で完了しているのは 300 件程度のため、 

今後の課題として、自立支援協議会または、基幹が主催する研修会で協議の場を設ける予定で 

ある。 

（３）相談支援専門員研修の実施 

サービス等利用計画の対象者の大幅な拡大、地域相談支援の創設を踏まえ、一定の質を確保 

しつつ、相談支援の提供体制の量的拡大を図っていくことが必要であることから、①計画相談 

支援等の課題性を踏まえた人材育成研修、②資質向上及びスキルアップを図るため必要なスー 

パービジョンを実施する。 

市内の相談支援事業所 6 ヶ所の 10 数人が集まり、毎月 1 回の定例研修会で、これまでの支 

援方法や現在進行中の相談の受け方、対応方法などを持ち寄って共有している。そのほか、随 

時（不定期）の研修会もある。 

人材育成の場としては、自立支援協議会の相談（個別）支援会議でのケース検討、十勝圏域 

地域づくりコーディネーターが広域で 2，3 ヶ月に 1 回主催する研修も有効に活用されている。 

（４）成年後見制度利用支援 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる障がい者で、成年後見制度の利用に

要する経費について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者の

把握に努め、必要な支援を実施する。 

現在支援している対象者のうち、成年後見制度を利用している方がいる場合に支援している

（これまでで 2，3 名程度）。 

権利擁護について、帯広市では市民後見人も活動を始めている。虐待は上まで報告があがっ

てくるようなケースは今のところない。 

（４）広域利用に係る検討会議等の実施 

十勝圏域で各種福祉サービスを利用する当事者、及び関係事業所の課題を検討する会議を実 

施し、より効率的・効果的なサービス利用の促進を図るために必要な調整を行う。 
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十勝圏域内外（札幌市などを含む）から相談を受け、当事業所での支援を依頼された場合な 

ど、当該町村と一緒に課題を共有し、考えている。個別対応が主であるが、道委託の広域ネッ 

トワーク会議でも報告している。 

 

営業時間 

  営業時間 月曜日～金曜日 9：00～17：30 

  24 時間体制で相談支援専門員の当番制による電話転送相談 

 

６．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

圏域単位での基幹的機能の必要性を感じる。自治体規模に応じて圏域≒単一市町村の場合もあ

れば、圏域に複数市町村にまたがる場合もある。十勝圏域の小規模町村を見ていると、市町村単

位では情報に限りがあり、相談支援専門員等の人材も少ないため、単一市町村で基幹の取り組み

を進めるのは難しい印象である。 

 

小規模市町村では、行政担当者が長年相談支援に従事していて、入口でのトリアージ（事例の

振り分け）はうまく機能しているところもある。そうした自治体では、基幹相談支援センターを

新たに作る必要は感じていないかもしれないが、民間法人に委託したほうが人事異動等があって

も、トリアージ機能の継続性が担保される。また、人材育成や事業所支援は、行政では対応が難

しいため、民間委託が有効である。 

 

基幹相談支援センターができても、住民にとっての最初の相談窓口は市町村行政であり、市町

村が相談支援を行うことは本来的な業務であることを銘記すべきである。 

帯広市の場合、以前から自立支援協議会の事務局として実施してきた業務が、基幹として明確

に予算措置されたものが多く、基幹として新たに始めた業務は研修のみである。 

その意味では、行政全体で予算削減の流れがある中で、予算の新規獲得ではなく、いかに既存

事業の予算を維持していくかの方が課題である。 

 

今後は、独立型の相談支援事業所を地域に多く作っていきたい。それぞれの事業所が相談支援

事業所として自立して運営できることが重要である。基幹はソフト機能、最低限の調整機能を持

てばよく、あまり大きくなる必要はない。 

個別給付には限界があるので、相談支援事業、基幹相談の機能を果たすための人材の確保のた

めの財源を改めて検討する必要がある。 
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センター名称 十勝障がい者総合相談支援センター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 19(1市17町1村)

センターがカバーするエリアの人口 352,281人(H23年12月31日現在)

● ●

○ ● ○

身体障害 ● ● ● ○ ○

知的障害 ● ● ● ○ ○

精神障害 ● ● ● ○ ○

発達障害 ● ● ● ○ ○

高次脳機能障害 ● ● ● ○ ○

難病 ● ● ● ○ ○

障害児 ● ● ● ○ ○

世帯の支援が必要なケース ● ● ● ○ ○

家族支援も必要なケース ● ● ● ○ ○

地域移行ケース ● ● ● ○ ○

自市町村外からの転入（転出）ケース ● ● ● ○ ○

広域対応が必要なケース ● ● ● ○ ○

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ● ● ● ○ ○

触法ケース ● ● ● ○ ○

相談支援専門員からの相談対応 ● ● ● ○ ○

ケース会議同席 ○ ● ○ ○ ○

事例検討実施 ○ ● ● ○ ○

委託のスーパーバイズ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ○

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ○

通常のケースの計画相談実施 ● ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ● ○

計画の検証 ● ○

計画のスーパーバイズ ● ○

研修の企画運営 ●

指定事業所の連携推進 ● ○

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ●

研修の企画運営 ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ●

サビ管研修の企画運営

交換研修・インターンシップの受け入れ ● ○

指導者養成研修への参加 ● ○ ○

全体企画運営 ● ●

各市町村・各区協議会への参加 ●

圏域協議会への参加 ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ●

研修の企画運営 ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ● ○

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ○ ● ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ●

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ● ● ● ○

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ●

医療機関 ○ ● ● ○

発達障害者支援センター ○ ● ○

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ● ○

地域相談のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託 ●

体制整備のコーディネート ●

精神科病院訪問 ○ ● ○

入所支援施設訪問 ○ ● ○

権利擁護に関する地域の実態把握

権利擁護に関する地域への普及・啓発

通報受付 ●

緊急一時保護場所調整 ●

夜間通報受付 ●

相談対応 ● ● ○

市町村長申立て機能受託 ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ○ ○ ● ○

社会福祉協議会 ○ ● ○ ○

弁護士会

司法書士会

社会福祉士会

地域生活定着支援センター

広報発行 ●

ホームページ開設・運営 ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ○ ● ○

24時間365日対応 ○ ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮）

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　8　　）人、非常勤（　　2　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

常勤（　　　　　）人、非常勤（　　  　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

人材育成

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談
自立支援
協議会

その他
関係機関

①総合的・専門的な相談
支援の実施

委託相談の後方支援
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【実践事例７：埼玉県 川越市障害者相談支援センター】          

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

 川越市では、地域療育等相談支援事業、市町村障害者生活支援事業を別々の法人に委託し

て事業を行ってきたが、平成 11 年度より、相談者の利便性を考慮し、月 2 回の総合相談会を

スタートさせた。地域の相談ニーズに応じ相談会に参加する事業体が徐々に増え、最終的に

は知的・身体・精神・就労の相談支援事業者と、川越市社会福祉協議会による障害者総合連

絡調整会議の要綱が作成され、相談支援体制を整備充実させてきた。 

 平成 18 年度には、多様化する相談内容、障害者自立支援法施行などに伴い、委託相談支援

事業所の再構築を進めた。障がい種別に関わらない相談、アウトリーチによる相談、ワンス

トップ窓口による相談など、大きな方針を示すことで、現在の体制への基盤を整備したもの

とも考えられる。事業所の選定にあたっては、プロポーザル方式を導入したため、川越市の

大きな方針を関係する事業体へ示す、良いきっかけにもなったと考えられる。 

一方、平成 19 年 10 月に自立支援協議会が設置され、ワンストップ型で質の高い相談支援

事業の、具体的なあり方が検討された。その結果、4 法人による機能型（協働型）の基幹相

談支援センターをもう一歩進め、４法人より独立した型の基幹相談支援センターのあり方を

川越市に提言し、現在は、その提言に向けた体制整備を進めている。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置場所：地域公共施設（川越市福祉サポート連雀町１Ｆ） 

（建物２Ｆ部分に地域包括支援センター、子育てサロン） 

設置法人：川越市が設置。委託相談支援事業所 4 法人による機能型（協働型）基幹センター 

設置形態：川越市、川越市地域自立支援協議会において方針が検討され、委託相談支援事業 

所をサテライトに位置づけ機能型基幹相談支援センターはその中心としている。委 

託相談支援事業の 3 法人からそれぞれ 1 名ずつ主任相談支援専門員を指名、その中 

で業務推進者 1 名、副業務推進者 2 名を決め、何かの判断が必要な場合の決定は、3 

名の合議によるものとしている。あくまでも機能型（協働型）基幹相談支援センタ 

ーであることから責任者は置いておらず、川越市障害者福祉課課長が責任者となっ 

ている。） 

カバーエリア人口：約 35 万人 

 

３．運営方法 

  委託契約内容 

① 基本相談（福祉サービス利用援助・困難ケース対応） 

   ② 委託相談支援事業所、指定特定・指定一般・障害児相談支援事業所のネットワークづ

くり 

   ③ 市内関係機関とのネットワークづくり 
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 職員配置 

① 相談支援専門員   10 名 

  職員資格 

① 社会福祉士     6 名           ※相談支援専門員 

② 精神保健福祉士   3 名           ※    〃 

③ 臨床心理士     1 名           ※    〃 

４．カバーエリアの相談支援体制 

  委託相談支援事業所（機能型基幹センター）     4 事業所 

  指定特定相談支援事業所  5 事業所（うち 4 事業所が委託相談支援事業所） 

  指定障害児相談支援事業所 5 事業所（      〃         ） 

  指定一般相談支援事業所   5 事業所（      〃         ） 

 ※特定・障害児・一般は重複カウント 

（指定設置法人 5 法人 相談支援専門員 13 名  相談支援員 2 名） 

   

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況 

平成 21 年度から実施している現在の形での相談支援体制は、障がいのある当事者や家族、地 

 域の保健・医療・教育・司法・児童福祉・高齢福祉分野にも浸透され、障がい者の相談支援の 

 入り口として、毎月 10 件前後の新規の基本相談が入っている。 

（２）計画相談支援状況 

  川越市での計画相談実施状況としては、兼務も含め 15 名の相談員を計画相談担当、委託相談 

担当、基幹推進担当の 3 つの役割で分担し、主に計画相談担当を中心に計画相談支援が進めら 

れている。但し、委託相談支援事業所で継続して関わる必要があるケースについては、委託相 

談担当や基幹推進担当で計画作成がおこなわれ、平成 26 年 1 月末現在で全体の約 49％の実施 

状況となっている。 

（３）協議会関連業務状況 

川越市地域自立支援協議会は、全体会、正副部会長会議（運営会議）、各部会により構成され 

平成 19 年 10 月よりスタートしている。事務局は川越市障害者福祉課で委託相談支援事業所の 

相談員はオブザーバー参加での協議会へ関わっている状況。 

全体会としては年度初めと年度末の年 2 回の開催となっており、協議会のハンドリングは運 

営会議である正副部会長会議と事務局の障害者福祉課で 2 ヶ月に 1 回行なっている状況。部会 

はくらし部会、まちづくり部会、しごと活動部会の 3 部会が年 4～5 回部会の状況に応じて行わ 

れている。 

基幹相談支援センターから自立支援協議会に相談実績の報告、地域課題の報告が行なわれて 

いる。地域課題については、毎週月曜日の午前中にグループスーパービジョンの中で、取り上 

げた事例に地域課題があるかの確認をし、月 1 回相談支援事業所と障害者福祉課で蓄積された 

ケースの課題分析、支援センターで取り組むべきこと、自立支援協議会に報告することなどの 

整理をしたうえで各部会の中で報告を行なっている。 
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（４）困難事例への対応状況 

困難ケースや新規ケースへの対応については、相談員 1 人で担当していく形ではなく、主担 

当、副担当の相談員で関わり、2 人の相談員で見立てを行なう形をとっている。新規ケースが 

特に問題なければ 1 人の相談員で対応していき、困難ケースであれば継続して主担当、副担当 

の相談員が対応する。方針や対応に行き詰った場合は、毎週１回のグループスーパービジョン 

に事例を提出し、全相談員で共有しながら、問題や課題を明らかにし対応策や打開策の選択を 

増やし、担当者が優先順位を決めて対応していく。 

（５）広域調整等の連携状況 

１市単独型の体制のため広域調整はしていない。相談員の個々の意識で埼玉県相談支援専門 

員協会等の団体に所属し、県内の相談支援事業所の相談支援専門員との繋がりやスキルアッ 

プ、情報交換を行なっている。 

（６）カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

市内の委託相談支援事業所は、基幹相談支援センターを中心に相談支援の業務を実施してい 

るため、法人が違っても同じチームとして働いている意識になっている。各委託相談支援事業 

所で考えるという形はなく、基幹相談支援センターの中で考えるという意識が各相談員に浸透 

している。 

計画相談を中心に行なう事業所についても、基幹相談支援センターで行なっているグループ 

スーパービジョンへの出席や計画相談担当者会議、地域課題検討会議で、委託相談支援事業所、 

指定特定相談支援事業所が共働することが多く連携が取れている状況。計画相談で契約した相 

談者に対する支援が自事業所で進められない場合も基幹相談支援センターのスタッフが一緒に 

関わる等ケースを通しての連携も作られている。 

（７）地域移行関連業務状況 

平成 21 年からの体制であることから精神科病院との繋がりもあり、市内の精神科病院から 

委託相談支援事業所に連絡が入り支援を行なっている。その経過から地域相談の流れに乗せら 

れていないケースもあり、今年度は 1 月末現在で 4 件の実施のみとなっている。4 件の実績に 

ついては、昨年度まで埼玉県精神障害者地域移行支援事業の委託を受けていた事業所が行なっ 

た実績である。 

入所施設からの地域移行する地域相談のケースについては、平成 25 年度の実績はない。 

これらのことから、地域相談の中で進めていく部分としては課題となっている。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

障がいのある方の権利擁護に関する相談についても、ワンストップで相談支援を行なってい 

 る事から基幹相談支援センターが入り口となるケースも少なくない。 

解決が難しい相談事例として自立支援協議会の部会で数値化し、代表的な事例と一緒に報告 

した結果、自立支援協議会でプロジェクト化され、専門性と独立性が必要という結論に達し、 

平成 24 年度には地域自立支援協議会から川越市に、権利擁護支援センターの設置に向けた提言 

が提出されている。 

現在進行形で動いているケースについては川越市障害者福祉課と連携しながらケースとの関 

わりを継続している。また、成年後見に関する相談についても川越市障害者福祉課や社会福祉 
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士会、法テラスや弁護士等と連携し役割分担しながら対応している。 

虐待ケースについては、川越市社会福祉協議会が虐待防止センターを設置しており、虐待ケ 

ースがあった場合の窓口として動き、川越市障害者福祉課との連携によってコアメンバー会議 

が開かれ、必要に応じ基幹相談支援センターにも連絡が入り福祉サービスの調整などの関わり 

を持っている。 

（９）専門相談に関する事業状況 

  療育に関する専門相談は川越市では公立の児童発達支援センター（福祉型）が設置されてお 

り、児童発達支援センターでの相談を受けているが、財政的にも人材的にも基盤整備が追い付 

いていない部分が課題。 

発達障がいの専門相談については埼玉県発達障害者支援センターとの事例検討を 2 ヶ月に 1 

 回実施している。相談員だけではなく、地域のサービス提供事業所、特別支援学校の教員等が 

 支援を進めていく上で専門的な助言を受けたい場合などにも広げて行なっている。 

  高次脳機能障害については相談件数自体が少ないが、埼玉県リハビリテーションセンター内 

の高次脳機能障害者支援センターがあり、ケースの能力評価等で相談するケースが数ケースあ 

る程度。主治医との結びつきの方が強くサービス提供事業所と一緒に動いている。 

  就労については、川越市内には市が設置した障害者就労支援センターと埼玉県が市内法人に 

委託した障害者就業・生活支援センターの 2 か所がある。支援センターで就労関係の相談が入 

った際には就業・生活支援センターと連携しながら就労支援を行なうケースがほとんどである。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

  地域課題検討会議において、相談員が対応に苦慮するケースや課題として捉えている問題 

（医療的ケアや行動障がいを伴うケースへの支援など、相談員が対応に苦慮しているケース） 

についてヘルパー事業所のヘルパーやグループホームのスタッフを集め情報交換会を開き、1 

～2 回課題共有を行なっている。また基幹センター設置以前から、個別支援やケア会議におい 

て長年連携を図ってきた経過がある。新規事業所も増えていく中で基幹相談支援センターのそ 

うした動きを作ることで連携強化に繋げている。 

（11）営業時間 

  営業時間 月曜日～金曜日 9：00～18：00   土曜日 9：00～12：00 

  休日   日曜日 祭日 年末年始  

（12）その他特徴的な取り組み状況 

平成 14 年度より支援費制度の開始に向けて、障害者生活支援センターと川越市、川越市保 

健所が中心になり、月に 1 回のインフォーマルの勉強会が開始される。開始当時は、川越のグ 

ランドデザインを考えるという内容に発展し、少しずつ参加者が増え、市内の児童、高齢、障 

がい分野の相談員、教員、弁護士、医療機関ソーシャルワーカー、行政分野の相談業務に関わ 

る専門職、社会福祉協議会職員に広がり、他分野のソーシャルワーカーの顔の見える勉強会に 

なり、現在も継続している。 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）体制について 

  機能型（協働型）基幹相談支援センターという事で 4 法人が集まって業務を行なっていると
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いう状態で、基幹相談支援センターとして独立性が担保されていない。また、4 法人が並列の

関係で責任者がいない中で業務が行なわれていることから、グループ的な位置づけともいえる。

組織としての意思決定や判断、最終的な責任なども内容や対応した相談員の所属先となり、普

段業務を見ていない各法人の管理者又は障害者福祉課長となる事から、組織としては脆弱な体

制となっている。また、このことから自立支援協議会の中で総合相談センターとして独立させ

る構想が提言書によって示され、現在進めている状況である。 

（２）運営に関する事 

  計画相談の開始に伴い、新規の特定相談支援事業所の開拓が進まず、基幹相談支援センター

に入っている委託相談支援事業所の相談員の計画作成が増えている。このため、本来委託相談

支援事業所で対応するような継続支援が必要なケースの丁寧な相談に影響が生じている。また、

委託相談支援事業所の新規ケースを誰が受けるかという部分では、全ての相談員のスケジュー

ル調整が厳しく、対応できる余裕がない事から緊急性が低いケースについては、ファーストイ

ンテークまでに時間がかかってしまうような状況になっている。 

（３）その他（市町村・地域からの要望等も含む） 

市からは、高い専門性を持って相談支援を行なっているといった一定レベルの評価を受けて 

 いるが、地域（相談者、関係機関）からは担当の相談員が捕まらないなどの苦情も少しずつ出 

 ている。相談内容によっては繋げ先がなかったり、繋げるべき機関の対応が弱かったりする場 

 合の受け皿としての要望もある。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

 川越市障害者相談支援センターで法人格を持ち、責任者を置いた中で運営を行ない組織として

独立していく形が必要である。個別支援はもちろん地域づくりについても組織としてのビジョン

を明確にし、全職員の目標を揃える事や指示命令系統をしっかり持たせるといった形が必要であ

る。 

当事者の意思決定支援や権利擁護に対する意識を高めた相談支援を実施していくため、権利擁

護支援センター、虐待防止センター、基幹相談支援センターを柱にした総合相談体制を官民共働

で作っていく必要を感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合相談支援センター 

（仮称） 

基幹相談支援センター（仮称） 

障害者基幹相談支援センター

業務 

障害者虐待防止センター業務 

権利擁護センター（仮称） 

後見支援担当 

・法人後見業務 

・福祉サービス利用援助事

財産管理担当 

権利擁護相談支援担当 

・権利擁護相談支援 

・市民後見人養成及び啓発 
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センター名称 川越市障害者相談支援センター（機能型基幹センター）

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 １市

センターがカバーするエリアの人口 ３４８，５７８人（平成２６年３１日現在）

● ●

○ ● ○

身体障害 〇 ●

知的障害 〇 ●

精神障害 〇 ●

発達障害 〇 ●

高次脳機能障害 〇 ●

難病 〇 ●

障害児 ○ ●

世帯の支援が必要なケース ○ ●

家族支援も必要なケース ○ ●

地域移行ケース ○ ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ○ ●

広域対応が必要なケース ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ○ ● ○

触法ケース ○ ●

相談支援専門員からの相談対応 ● ○

ケース会議同席 ● ●

事例検討実施 〇 ●

委託のスーパーバイズ ● ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● 〇 ●

通常のケースの計画相談実施 〇 ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ●

計画の検証 ●

計画のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

指定事業所の連携推進 〇 ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ●

研修の企画運営 ● ○

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ●

サビ管研修の企画運営 ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ○ ● ●

指導者養成研修への参加 ●

全体企画運営 ● ○

各市町村・各区協議会への参加 ○ ●

圏域協議会への参加

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ●

研修の企画運営 ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ● ● ○

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ● ○

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ ●

医療機関 ●

発達障害者支援センター ○ ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ●

地域相談のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託 ●

体制整備のコーディネート ●

精神科病院訪問 ●

入所支援施設訪問 ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ●

通報受付 ●

緊急一時保護場所調整 ● ○

夜間通報受付 ●

相談対応 ○ ●

市町村長申立て機能受託 ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ●

社会福祉協議会 ○ ●

弁護士会 ○ ●

司法書士会 ●

社会福祉士会 ●

地域生活定着支援センター ● ●

広報発行 ●

ホームページ開設・運営 ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ○ ●

24時間365日対応 ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ●

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ●

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　１０　　　）人、非常勤（　　　　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

常勤（　　１０　　　）人、非常勤（　　　　　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入） 安心コールセンター、単独型ショートステイ

人材育成

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談 協議会
その他

関係機関

①総合的・専門的な相談
支援の実施

委託相談の後方支援
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第４節 カバーエリア人口１５万人以上３０万人未満の基幹相談支援センター 

 

【実践事例８：長野県 松本圏域基幹相談支援センターWish（設置構想）】    

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

平成 18 年に長野県施策（委託事業）の障害者総合支援センターとして、地域の総合的な相談窓

口として事業を開始した。障害者自立支援法施行以降、地域生活支援事業における相談支援とし

て圏域内 3 市 5 村より委託を受け、事業を継続している。 

基幹相談支援センターとして位置付けられていないが、機能としては基幹相談支援センターと

同等に事業を実施している。現在、協議会（圏域設置）の「相談体制検討プロジェクト」で基幹

センターとしての位置付け、名称も含め、相談体制のあり方を検討中である。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

カバーエリア人口 

松本市 人口約 23 万人  

設置形態 

市村より委託により設置。複数法人で共同運営。 

法人間で運営規定を整備し、理事会を開催して運営上の必要事項・課題に対応。 

法人事務局会議を代表 3 法人で担い、現場のサポートを行っている。 

設置法人 

複数の委託法人（特定非営利活動法人、社会福祉法人） 

設置場所 

市所有の建物に設置。 

その他 

圏域人口は約 43 万人。3 市 5 村。今回紹介するセンターと同機能を持つ総合相談支援センタ 

ーが他に 2 ヶ所設置されている。（3 市に 1 ヵ所づつの設置）運営方法は同様であるが、就業・ 

生活支援センターが併設されていたり、人口規模に応じて人数は異なる。 

 

３．運営方法 

委託契約内容 

① 機能強化コーディネーター 

指定相談事業者へ訪問等による専門的な指導助言  

相談支援事業者の人材育成 

関係機関との連携強化 

② コーディネーター 

初期相談、初期対応、困難ケースへの対応 

③ 居住支援員 

障がい者の住宅入居等に関する業務 
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④ 生活・就労支援 

就労生活支援業務 

職員配置 

機能強化コーディネーター         2 名（圏域委託） 

コーディネーター             1 名（圏域委託） 

療育支援コーディネーター         1 名（県委託） 

就業生活支援ワーカー（生活・就労支援員） 1 名（圏域委託） 

地域生活支援コーディネーター       1 名（県委託） 

居住支援員                1 名（圏域委託） 

発達障害サポートマネージャー       1 名 

事務員 1 名 

職員資格 

社会福祉士   2 名 

精神保健福祉士 1 名 

保育士     1 名 

PT       1 名 

OT       1 名 

その他 

運営は、複数法人で共同運営。法人間で運営規定を整備し、理事会を開催して運営上の必 

要事項・課題に対応している。 

 

４．カバーエリアの相談支援体制 

ケアプランナー（圏域委託）3 名 

3 事業者へ委託（指定特定事業所に在籍） 

サービス等利用計画の対象外ではあるが、継続的な関わりケアマネジメントが必要なケー

スへの対応を主に行っている。サービス等利用計画も 10 件までは作成する事が可能。 

就労支援ワーカー1 名（市単独委託） 

指定特定相談支援事業所 16 事業者 

障害児相談支援事業所  13 事業者 

指定一般相談支援事業所  4 事業者 

協議会事務局 

※プロポーザルにより民間法人が業務を担っている。 

（事務局人件費、事務費を圏域の 8 市村で負担している。） 

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況：住民からの相談に対応。 

（２）計画相談支援状況：計画相談は実施なし。 

（３）協議会関連業務状況 

協議会の副幹事長として、協議会のエンジンである運営調整会議の運営を担っている。 
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また、他職員についても協議会部会の部会長として社会資源開発や学習会、調査研究等を担

っている。 

（４）困難事例への対応状況 

支援手立てのない（資源開発が必要）ケース、他問題家族のケース、課題を整理しにくいケ 

ース等への対応を関係専門機関や他圏域、行政（市町村、県）等と連携して対応している。 

（５）広域調整等の連携状況 

圏域内にある他 2 つの総合相談支援センターと連携して圏域の課題に対応。所長会議、就労 

ワーカー会議、コーディネーター・ケアプランナー会議が具体的な調整の場になっている。 

（６）カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

困難事例へ相談支援専門員と共に対応している。また、支援の手立て等を解決するスーパー 

バイズ機能も果たしている。（松本市ケアマネジメント連絡会／2 ヶ月に 1 回） 

（７）地域移行関連業務状況（住居サポート事業実施に場合も含む） 

総合相談支援センターに専任担当者がいるため、指定一般事業者と連携して地域移行支援を 

実施している。特に圏域内外の精神科病院とは連携している。 

居住サポート事業は担当者が、不動産業者と連携して住まい探しを実施している。保証人問 

題や引越し等の細かなポイントについても、チェックシートを作成して対応にあたっている。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

行政や成年後見支援センター、司法書士、弁護士と連携してケース対応にあたっている。 

（９）専門相談に関する事業状況 

センター内に専門職種が駐在しているため、ケースに応じて協働して課題解決にあたってい 

る。養護学校の特別支援コーディネーターや教育相談担当者、就労生活支援センターとは特に 

連携の機会が多い。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

個別ケースのケア会議を通じて日常的に連携している。また、協議会等を通じて社会資源 

開発も一緒に考えている。 

（11）営業時間 

   営業時間 月曜日～金曜日 8：30～17：30 

   休日   土・日・祭日 年末年始  

   24 時間体制 相談支援専門員の当番制による電話転送相談 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  法人間が協働して専任事務員を配置している。 

     

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）業務内容に関する事 

いくつか求められる機能や業務はあるが、その時の優先課題を地域と共有して対応にあたる 

必要があると感じている。 

（２）運営に関する事 

計画相談が始まった事で、更にセンターの役割（スーパーバイス機能、人材育成機能）が求 
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められている。また、対象の幅も広がっている中で、スタッフ体制増員をどのように図るか、 

行政と協議中である。併せて基幹センターとしての標榜についても検討予定である。 

スタッフを配置している法人の人事との兼ね合いが難しい。スタッフ体制の充実。 

（３）その他 

特定相談支援事業者のインターンシップ研修先として地域に還元して欲しい。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

計画相談がスタートしたことで、これまで以上に圏域の相談体制の要として期待されている。 

それだけにスタッフ体制は見直す時期となっている。また、センターそのものを圏域内の法人

と行政で金銭的にも人材的にも支える仕組みを作ってきたことで事業所間の連携も増進している

ように感じている。センターで業務にあたることは地域の課題を目の当たりにし、地域の障がい

福祉を担う意識を職員にもたらせることができる。このことは地域にとって財産である。この仕

組みを基本とし具体化することで、地域が支えるセンターであり地域に貢献（人材育成）できる

センターであり続けることが重要と感じている。 
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センター名称 松本圏域障害者総合相談支援センターＷｉｓｈ

センターの設置形態 ４法人で設置 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 １市

センターがカバーするエリアの人口 ２３万人

● ●

○ ● ○

身体障害 ● ●

知的障害 ● ●

精神障害 ● ●

発達障害 ● ○ ●

高次脳機能障害 ● ○ ●

難病 ● ○ ●

障害児 ● ○ ●

世帯の支援が必要なケース ○ ● ●

家族支援も必要なケース ○ ● ●

地域移行ケース ● ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ○ ● ●

広域対応が必要なケース ● ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ● ●

触法ケース ● ○ ●

相談支援専門員からの相談対応 ● ●

ケース会議同席 ● ●

事例検討実施 ● ●

委託のスーパーバイズ ● ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ●

通常のケースの計画相談実施 ● ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ● ●

計画の検証 ● ●

計画のスーパーバイズ ● ●

研修の企画運営 ● ●

指定事業所の連携推進 ● ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ● ●

研修の企画運営 ● ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ● ●

サビ管研修の企画運営 ● ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ● ●

指導者養成研修への参加 ● ●

全体企画運営 ● ●

各市町村・各区協議会への参加 ● ●

圏域協議会への参加 ● ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ● ●

研修の企画運営 ● ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ● ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ● ●

市町村窓口との一体化（一本化） ● ●

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ● ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ● ●

医療機関 ● ●

発達障害者支援センター ● ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ○ ● ●

地域相談のスーパーバイズ ● ●

研修の企画運営 ○ ● ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託 ● ●

体制整備のコーディネート ● ●

精神科病院訪問 ● ●

入所支援施設訪問 ● ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ● ○

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ● ○

通報受付 ●

緊急一時保護場所調整 ●

夜間通報受付 ●

相談対応 ●

市町村長申立て機能受託 ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ●

社会福祉協議会 ●

弁護士会 ●

司法書士会 ●

社会福祉士会 ●

地域生活定着支援センター ●

広報発行 ●

ホームページ開設・運営 ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ●

24時間365日対応 ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ●

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（６．６　）人、非常勤（１．５　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

常勤（１１）人、非常勤（０．８　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

人材育成

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談
自立支援
協議会

その他
関係機関

①総合的・専門的な相談
支援の実施

委託相談の後方支援
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【実践事例９：長野県上小圏域 上小地域障害者自立生活支援センター】       

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

平成 23 年 10 月の本会（自立支援協議会 第 2 回）において、圏域の相談体制とケアマネジメ

ント体制（計画相談体制と推進）協議の中で、総合相談センターは平成 24 年度から本格的なサー

ビス等利用計画を作成する相談体制整備の中で基幹相談支援センターとして、地域の中核となる

センターに位置付ける必要があることを本会委員から提案を受け承認された。（※自立支援協議会

は、圏域設置による） 

以後、平成 24 に向けて、上小圏域における相談体制整備と共に基幹相談センターの業務内容を

検討し、平成 24 年 4 月 1 日より基幹相談支援センターとしてスタートした。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置場所：地域公共施設（上田市ふれあい福祉センター） 

（基幹社協が市の指定管理をしている建物の２F 事務所） 

設置法人：単一法人委託（NPO 法人に委託。一部再委託による出向有） 

（平成 18 年 相談支援が市町村委託に変わった際、公平中立性の担保を図ること 

を目的に設置した法人） 

設置形態：基幹相談センターと委託相談支援事業所機能の併設型 

カバーエリア人口：20,5 万人 

 

３．運営方法 

委託契約内容 

① 基本相談（福祉サービス利用援助・ピアカウンセリング） 

  ② 自立支援協議会の事務局 

  ③ サービス利用に関わる計画の精査・確認、作成に関すること 

  ④ 圏域内の相談支援専門員のスキルアップに関すること 

  ⑤ 成年後見利用支援事業に関すること 

  ⑥ 障害者虐待防止及び通報に関すること（通報窓口と虐待対応協力機関） 

  ⑦ 施設入所調整に関する事（入所調整会議におけるアドバイザー的参加） 

※別契約として、障害程度区分認定調査（居宅利用者を中心に） 

 

 職員配置 

① 相談支援専門員                  7 名 

② 事務員兼相談員                  1 名 

③ ピアカウンセラー                 1 名 

④ 聴覚障がい者相談員（手話通訳者兼相談支援専門員） 1 名 

⑤ 自立支援協議会事務員               1 名 
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 職員資格（採用基準には、相談支援専門員資格を持ち、国家資格者を対象） 

① 社会福祉士     3 名           ※相談支援専門員 

② 精神保健福祉士   2 名（内 1 名社会福祉士）※    〃 

③ 言語聴覚士     1 名           ※    〃 

④ 社会福祉士受験中  2 名（社会福祉主事・幼稚園教諭等）※〃 

⑤ 保育士       1 名（内 社会福祉士）  ※    〃 

⑥ 介護支援専門員   1 名（内 社会福祉士） 

⑦ 手話通訳者     1 名           ※相談支援専門員であるが、 

                          基幹委託の 7 名枠外 

４．カバーエリアの相談支援体制 

  基幹相談支援事業所     1 事業所（圏域設置） 

  委託相談支援事業所     1 事業所（圏域設置で基幹併設） 

  指定特定相談支援事業所  23 事業所 

  指定障害児相談支援事業所 12 事業所 

  指定一般相談支援事業所   7 事業所 

 ※特定・障害児・一般は重複カウント（指定設置法人 23 法人 相談支援専門員 70 名） 

  圏域内の相談体制として、基幹（委託）では、基本的には個別給付による計画作成は実施せ 

ず、指定相談支援事業所への応援機関として位置付け、計画の精査・確認を市町村と実施。（一 

部）市町村との相談・依頼等、やむを得ないケースのみ作成） 

 イメージとしては、市町村と基幹（委託）がファースト・インテークの相談を受付し、その 

後指定相談支援事業所へつなぐ形態。 

  平成 23 年度より、指定相談支援事業所の指定申請への働きかけを実施し、相談支援体制整備

を構築してきた。 

 

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況 

委託相談支援センター時期の相談状況と大きな変化はない。当事者・家族・関係機関からの 

直接相談、市町村への相談からの依頼、しいて言えば指定相談支援事業所からの相談が増えた。 

（２）計画相談支援状況 

  個別給付請求を伴う計画相談実績は 10 件程度。基本状況・一次アセスメントまでの段階の相

談は継続中であり、了解を得て指定相談支援事業所につなぐ状況。 

  圏域内の市町村毎に指定相談支援事業所と計画相談の推進計画を作成し、推進状況確認と課

題整理を実施中。最終年（平成 26 年度）は、仕上げとしての計画相談にある程度参入していく

ことも、検討に入った段階である。 

（３）協議会関連業務状況 

  自立支援協議会の事務局員の配置を平成 24 年度より受託した。平成 18 年度時点より、事務

局機能は実施してきたため、大きな業務変化はない。状況的には、各専門部会の事務局的役割

を各相談支援専門員が担当し、部会長には市町村障害福祉係長として実施中。 
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  各部会とも、年 4～5 回の専門部会の開催と年 3 回の本会開催にて業務的には大きい。事務局

員の配置により、全部会への出席、資料・議事録作成等と地域への公開としてホームページへ

の掲載等、協議会としての業務整理や充実活性化には成果が出ている。 

  一方、圏域内のサービス提供事業所連絡会・在宅サービス提供事業所の連絡会・ケアマネジ

メント連絡会（相談支援専門員連絡会）・個別の支援会議（サービス担当者会議等）からの課題

提供を受け、自立支援協議会の運営委員会（協議会エンジン）での検討により、圏域課題とし

て受け止めて各専門部会での議論から本会への協議ルートを確立している。 

（４）困難事例への対応状況 

  相談のスタートは、基本相談での相談開始ルートと同様。基本的には市町村担当者と基幹の

相談支援専門員が指定相談支援事業所と連携する形を基本とし、計画に反映しないケースは、

基幹ケースとして市町村と相談を重ねている現状。 

（５）広域調整等の連携状況 

  広域を圏域内とすれば、全ての支援機関との連携は、委託相談時代よりサービスを持たない

相談センターであったため、強固な連携体制は構築済み（福祉サービス事業所以外の教育関係、

障害福祉所轄以外の行政・その他団体等との連携を含む） 

（６）カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

  平成 24 年度は、8 割～9 割の計画作成段階でのサービス等利用計画情報を指定相談支援事業

所に渡してスキルアップを図ることも実施（本年度からは、基本情報から一時アセスメント段

階までに基本限定） 

  指定相談支援の指定を受けた相談支援事業所への訪問により、計画作成に関する Q&A や様

式の記入方法などを伝授。計画作成開始段階においては、指定相談支援事業所を市町村と訪問

し、市町村担当者・基幹相談支援専門員・計画作成相談支援専門員の 3 者による計画内容の確

認や助言などの個別相談としての精査会議を概ね 3 回実施。 

（1 回の精査会議では、5～8 ケース程度を実施。計画が多い場合は、事前提出にて実施） 

なお、サービス担当者会議において、必要に応じて市町村担当者・基幹相談支援センターが

参加した場合は計画精査と同様の扱いとし、市町村が計画内容を確認済みとする圏域ルールを

統一（自立支援協議会にて承認。計画様式に確認済みを記す様式作成） 

また、１～2 か月毎に指定相談支援事業所の相談支援専門員を集め（ケアマネジメント連絡 

会）研修会を開催及び適時市町村を交えた検討会も開催。内容としては、計画相談に関わる基 

礎研修と共に、他法人の相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を基に、グループスー 

パービジョンを展開中。 

（７）地域移行関連業務状況 

住居サポート事業の委託は無いが、地域の不動産業者との強固な連携は確立済みであり、基 

本相談支援の中に位置付けている。長野県は、地域移行支援の体制整備コーディネーターが県 

単事業で残っており、地域移行部会において協議を重ねている状況にあり、一般相談支援事業 

所・市町村担当者・基幹相談支援センターと個別のケア会議を開催しながら、地域移行ケース 

を担っている。病院からの依頼も基幹に相談が入るケースも多く、圏域内の入院病棟を持つ精 

神科 3 病院の内、2 病院が一般相談支援事業所を立ち上げてもらい連携中であり、平成 26 年に 
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もう 1 病院も申請予定である。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

大枠としての権利擁護に関する相談支援は継続中。特化して成年後見に関する相談業務に関

しては、自立支援協議会を通じて圏域の成年後見支援センターを基幹社協に委託して設置済み

（平成 24 年）のため、障がい分野に関する専門機関として成年後見センターの運営委員として

連携しているが、案件に応じては市町村と連携して、相談や申立に関する事務も遂行中。 

障がい者虐待に関しては、平成 24 年 10 月障害者虐待防止センターは市町村障害福祉課に設

置し、基幹相談支援センターは通報・届出・相談窓口として協力機関として位置付けている。 

（９）専門相談に関する事業状況 

  療育・発達の専門相談については、圏域の発達支援センターが療育等支援事業と発達障害サ 

ポートマネージャーの配置事業を委託し、その 2 名を基幹相談支援センターに派遣して頂き、 

基幹相談支援センター内で連携中。また、基幹相談支援センターの相談支援専門員 2 名は療育 

関連を中心に障がい児支援に関する相談を中心に担っている。 

 高次脳機能障害に関する領域は、ケース的にはそれほど多くは無いが、相談支援専門員が対

応している。 

  就業・生活支援センター事業は、圏域内の社会福祉法人が委託を受けているが、就業支援 

ワーカー2 名と生活支援ワーカー1 名も、委託法人より出向して頂き、基幹相談センターにおい 

て事務所を共に連携しながら相談支援に当たっている。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

  サービス提供事業所のサービス管理責任者は、ほぼ圏域内における施設連絡協議会に加入し

ており、事業所の支援責任者が集まる主任者会がサービス管理責任者の集まりとなっている。  

基幹相談支援センター設置以前から、圏域内のサービス調整含めて個別のケア会議において

会議での連携を長年図ってきた経過もあり、連携に課題はあまりない。 

（11）営業時間 

  営業時間 月曜日～土曜日 9：00～18：00  休日   日曜日 祭日 年末年始  

24 時間体制 相談支援専門員の当番制による電話転送相談 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  利用制度開始に伴い弱小化して機能が失われていた、施設入所に関する圏域の調整機能に関

して、自立支援協議会での議論から、圏域での施設入所利用に関する調整会議を復活した。 

以前の施設の空き情報に伴う、利用者を当てはめるような優先順位決めではない目的として 

位置付け、家族介護が大変になり施設入所希望者台帳は基幹が管理し在宅での支援・生活状況 

を継続的に把握（情報の更新）もしながら、入所調整では関わってきた相談支援専門員も同席 

頂き、施設入所利用以外の支援状況も勘案して地域生活の継続が図れることも念頭に議論を進 

めている。 

（入所調整機能が失われていた時代、入所施設の空きは圏域の利用者が入所する希望者がいな 

い場合、圏域外・県外から契約で施設入所が進められ、常に万床を維持するような形態が出来 

つつあり、相談支援が機能できない状況にあったことがきっかけとなったが、仕組みが出来た 

ことで、基幹相談支援センター機能としては、あくまで地域生活支援を目的としての調整会議 
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への参画の意向を示している） 

 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）業務内容に関する事 

  委託相談支援センター機能と基幹相談支援センター機能の役割について、委託契約の仕様書 

を基に検討中である。基幹設置当初より、この課題は入り口で検討するよりは、全利用者への 

サービス等利用計画を作成する中で、地域の指定相談支援事業所の機能強化の段階も判断材料 

としなければならないことから、最終的には平成 26 年度中に相談支援体制の整理を実施し、平 

成 27 年に基幹相談支援機能・委託相談支援機能の再スタートを目指している。 

（２）運営に関する事 

業務内容の大幅な増加に伴う予算の上乗せ的な発想は、圏域としては厳しい状況がある。整

理方法としては、個別給付の指定相談支援事業所へサービス利用に関する相談支援体制の整備

が図れれば、自ずと機関の業務内容は整理されて、これまで時間を費やせなかった相談支援の

領域へ機能強化していくこととしている。 

（３）その他（市町村・地域からの要望等も含む） 

委託内容（業務整理や新たな機能強化）も含め、公平中立性を担保し、継続的に中核センタ

ーとして、スキルの高い相談支援を担保し続けることへの課題はとても大きく感じている。一

部基幹機能の整理段階であるがゆえに基幹へ別法人からの派遣という形でいますが、相談支援

の法人を立ち上げた公平中立性の担保からみても、相談支援事業所のプロパー職員の配置を進

めて行く必要性があり、この点が現在の課題である。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

上小圏域においては、指定相談支援事業所の若手の相談支援専門員の育成を継続的に支援し、 

相談スキルのアップを図ることで、次世代への相談支援体制の強化を図り、最終的には、その人

材が基幹相談支援センターの相談支援専門員として機能するようなビジョンが果たせればと感じ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター名称 上小地域障害者自立生活支援センター

センターの設置形態 2 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 ２市１町１村

センターがカバーするエリアの人口 ２０万人

● ●

○ ● ○

身体障害 〇 〇 ●

知的障害 〇 〇 ●

精神障害 〇 〇 ●

発達障害 ○ 〇 ● 〇

高次脳機能障害 〇 〇 ● 〇

難病 〇 〇 ● 〇

障害児 〇 〇 ● 〇

世帯の支援が必要なケース 〇 ●

家族支援も必要なケース 〇 ●

地域移行ケース 〇 ● 〇 ●

自市町村外からの転入（転出）ケース 〇 ○ ○ ○ ●

広域対応が必要なケース 〇 ● ○ ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース 〇 ● ○ ●

触法ケース 〇 ● ○ ●

相談支援専門員からの相談対応 〇 ● ●

ケース会議同席 ○ ●

事例検討実施 ● ●

委託のスーパーバイズ ● ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● 〇 〇

通常のケースの計画相談実施 ○ ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ○ ●

計画の検証 ○ ● ●

計画のスーパーバイズ ○ ●

研修の企画運営 ● ●

指定事業所の連携推進 ○ ● ●

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ●

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 〇 ●

研修の企画運営 ● ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ○ ● ●

サビ管研修の企画運営 ○ ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ● ●

指導者養成研修への参加 ○ ● ●

全体企画運営 ○ ● ●

各市町村・各区協議会への参加 ○ ● ○ ●

圏域協議会への参加 ○ ● ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ● ○ ●

研修の企画運営 ○ ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ● ●

ピアサポート活動への支援 ● ○ ○

行政との役割分担の明確化 ○ ○ ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ● 〇 ○

市町村窓口との一体化（一本化） ○ ●

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ● 〇 ○ ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ 〇 ●

医療機関 ○ ● ○

発達障害者支援センター ● ○ ○ ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ● ○

地域相談のスーパーバイズ ● ○ ○ ●

研修の企画運営 ○ ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ●

住居サポート事業の受託

体制整備のコーディネート ○ ○ ●

精神科病院訪問 ● ●

入所支援施設訪問 ○ ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ○ ○ ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ○ ○ ●

通報受付 ● ○ ●

緊急一時保護場所調整 ● ○

夜間通報受付 ●

相談対応 ○ ●

市町村長申立て機能受託 ○ ○ ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ○ ●

社会福祉協議会 ● ○

弁護士会 ○ ●

司法書士会 ○ ●

社会福祉士会 ○ ●

地域生活定着支援センター ●

広報発行

ホームページ開設・運営 ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ● ○

24時間365日対応 ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ● ○

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ● ○

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

その他
関係機関

協議会事務局

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談 協議会

委託相談の後方支援

人材育成

常勤（　　7　　）人、非常勤（　　4　　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

聴覚障害者相談支援専門員の配置（手話通訳者による専門相談）
障害程度区分認定調査（障害支援区分認定調査）
障害者のPC教室の開催

地域移行支援・地域定着支援に関する体制整備と、専門相談機能

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　7　　）人、非常勤（　　4　　）人

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

小項目
現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？

（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

①総合的・専門的な相談
支援の実施

３障害等への総合的な対応

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

当事者活動の推進・支援

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携
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第５節 カバーエリア人口１５万人未満の基幹相談支援センター 

【実践事例 10：山形県 鶴岡市障害者相談支援センター】          

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

以前は、「身体・知的」中心の相談と「精神」中心の相談に分けて、2 か所に委託していた。平

成 22 年に市として健康・福祉・医療の総合センターを立ち上げた。その際、二法人協働で、三障

害の相談を受ける仕組みをつくろうとしたが、うまくいかなかった。結果、「身体・知的」の委託

を受託していた法人が「精神」を含めて三障がいの相談を受けることになった。それが平成 24

年 4 月の法改正により、基幹相談支援センターとなった。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

設置場所：健康・福祉・医療の総合センター（鶴岡市総合保健福祉センター） 

設置法人：単一法人委託（社会福祉協議会） 

設置形態：基幹相談センター 

カバーエリア人口；13 万 4 千人 

 

３．運営方法 

委託契約内容 

① 基本相談 

  ② 自立支援協議会の事務局 

  ③ 手話通訳者設置 

  ④ 障害程度区分認定調査 

  ⑤ 手話養成講座 

  ⑥ 相談支援事業者への研修 

  ⑦ 虐待通報窓口 

  ⑧ 困難ケースへの対応 

職員配置 

正規職員 5 名、臨時職員 1 名 

   （内、事務職員 1 名、所長 1 名、相談支援専門員 4 名） 

職員資格 

   精神保健福祉士 2 名 

社会福祉士   1 名 

介護福祉士   2 名 

４．カバーエリアの相談支援体制 

  基幹相談支援事業所     1 事業所 

  指定特定相談支援事業所   7 事業所 

  指定障害児相談支援事業所  2 事業所 

  指定一般相談支援事業所   3 事業所    ※全 7 事業所。重複あり。 
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５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況 

身体・知的・精神の地域移行関連の相談は基本相談として対応している。 

発達障害に関する相談も含まれている。 

（２）計画相談支援状況 

市内には、1260 名の対象者がいる。全 7 事業所で分担して計画作成を実施している。3 年計 

画で全対象者の計画を作成する。 

平成 24 年 160 名 （相談支援事業所 4 か所） 

平成 25 年 400 名予定（相談支援事業所増 7 か所） 

平成 26 年 残りすべて 

（３）協議会関連業務状況 

運営委員会で年１回１年間の市の状況報告を実施している。 

養護学校（高校）との連携をとっている。 

交通の便が良くない地域であるため、「くらし部会」で、移動の手段、移動支援に関するガイ 

ドラインを整備中である。 

子どもの相談窓口について、保護者や職員も分からないことが多いため「子ども版障害福祉

のしおり」を作成した。 

（４）困難事例への対応状況 

市内の相談支援事業所から困難事例の相談が寄せられる。その場合、一度基幹でその事例を 

引き受けて、市の助言のもと、整理をして戻すこともあるが、そのまま基幹センターで継続支 

援をすることもある。 

（５）広域調整等の連携状況 

「計画相談部会」で月１回集まる機会をつくっている。 

  広域を、圏域内とすれば、全ての支援機関との連携は、委託相談時代よりサービスを持たな 

い相談センターであったため、強固な連携体制は構築済み（福祉サービス事業所以外の教育関 

係、障害福祉所轄以外の行政・その他団体等との連携を含む） 

（６）カバーエリアの相談支援事業所との連携状況 

相談支援事業所の指定をとる場合には、必ず基幹が主催する研修を受けてもらう仕組みをつ 

くっている。 

月１回は必ず顔を合わせる機会を設けている。 

（７）地域移行関連業務状況 

住居サポート事業の委託は無い。 

精神障害に関しては、他法人が力を入れて行っている。 

身体障害・知的障害・精神障害は基本相談の中で対応している。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

虐待通報窓口を担っている。市と連携し実施している。これまでの通報や相談は基幹相談の 

ほうが多い。 
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（９）専門相談に関する事業状況 

期間を設けて、成人期発達障がいの相談会を実施した。４件の相談実績あり。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供責任者との連携状況 

相談支援専門員・サービス管理責任者の連携に関して研修を実施している。 

上記に加えてサービス提供責任者も含めての研修も実施している。 

「就労部会」で事業所との連携をとっている。 

ヘルパー事業所を対象に移動支援の勉強会を実施。 

（11）営業時間 

  営業時間 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

  休日   土曜日 日曜日 祭日   

  24 時間体制 個別対応を行っている。 

  ※障害者サロンについては土曜日も開いている 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

相談支援事業所立ち上げ時に基幹の研修を必ず受ける仕組みがあることから、相談支援事業 

所とのつながりを当初から持つことができている。 

「今更きけない」質問を聞ける機会をつくっている。（法制度に関して等） 

個別支援会議を丁寧になるべく回数を重ねるようにしている。 

認定調査に入るときには計画担当も同行するようにしている。 

 

８．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）業務内容に関する事 

  本人だけでなく、家族全体に支援が必要なケースが多い。地域包括支援センターとの連携も 

するようにしている。 

（２）運営に関する事 

基幹としての業務と計画相談との兼務をやめる方向を目指している。ただし、計画相談の現 

状を知っておくためにもある程度は持つようにしたい。 

（３）その他 

困難ケースの対応は求められる。現在は前記のように一度基幹で引き受けて、整理をしたの 

ちに戻すこともあるが実際はそのまま基幹相談が継続支援をする場合もある。今後、基幹が対 

応を引き受けるのではなく、事業所のサポートができる存在になることを目指す。 

 

９．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

モニタリングを実施する。計画の精査をしていきたい。個別支援計画との整合性については不

十分。現在はようやく法律の周知が各事業所にできた段階であり、これから動いていく。 

１人職場が多いため、基幹としてサポートしていく。 
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センター名称  鶴岡市障害者相談支援センター

センターの設置形態 1 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 1

センターがカバーするエリアの人口 　134,000人

● ●

○ ● ○

身体障害 ○ ●

知的障害 ○ ●

精神障害 ○ ●

発達障害 ○ ●

高次脳機能障害 ○ ○ ●

難病 ○ ○ ●

障害児 ○ ○ ●

世帯の支援が必要なケース ○ ● ●

家族支援も必要なケース ○ ● ●

地域移行ケース ○ ○ ● ●

自市町村外からの転入（転出）ケース ○ ● ●

広域対応が必要なケース ○ ● ●

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ○ ● ●

触法ケース ○ ○ ●

相談支援専門員からの相談対応 ○ ● ●

ケース会議同席 ○ ● ○

事例検討実施 ○ ● ○

委託のスーパーバイズ ● ○ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ●

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ○

通常のケースの計画相談実施 ● ○

専門性が高いケースの計画相談実施 ○ ●

計画の検証 ● ○

計画のスーパーバイズ ● ○

研修の企画運営 ○ ● ○

指定事業所の連携推進 ○ ● ○

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ○ ● ○

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ● ○ ●

研修の企画運営 ● ○

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ●

サビ管研修の企画運営 ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ●

指導者養成研修への参加 ●

全体企画運営 ○ ●

各市町村・各区協議会への参加 ●

圏域協議会への参加 ●

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ●

研修の企画運営 ●

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ●

市町村窓口との一体化（一本化） ●

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ○ ●

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ ●

医療機関 ○ ●

発達障害者支援センター ●

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ●

地域相談のスーパーバイズ ●

研修の企画運営 ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託 ●

体制整備のコーディネート ●

精神科病院訪問 ○ ●

入所支援施設訪問 ○ ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ● ○ ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ● ○

通報受付 ● ●

緊急一時保護場所調整 ●

夜間通報受付 ● ○

相談対応 ●

市町村長申立て機能受託 ● ○

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ○ ●

社会福祉協議会 ●

弁護士会 ● ○

司法書士会 ● ○

社会福祉士会 ● ○

地域生活定着支援センター ○ ●

広報発行 ● ○

ホームページ開設・運営 ● ○

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ○ ●

24時間365日対応 ○ ●

事務職員の配置 ○ ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮） ○ ●

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等 ○ ●

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

その他
関係機関

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談
自立支援
協議会

常勤（　6　）人、非常勤（　　1　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入） ピアカン

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　6　）人、非常勤（　　　　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

委託相談の後方支援

人材育成

協議会事務局

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

①総合的・専門的な相談
支援の実施

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応
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【実践事例 11：長野県北信圏域障害者総合支援センター】         

 

１．基幹相談支援センターの設置経緯 

平成23年度末に自立支援協議会課題検討ワーキングにおいて6市町村から今までの委託相談業

務の見直しをし、平成 24 年度より新な基幹相談支援センター機能としての案が出される。 

北信圏域に見合ったものにするため、市町村と検討を重ねて平成 24 年度よりスタートする運び

となった。 

 

２．基幹相談支援センターの設置状況 

 設置場所；法人所有施設内(以前からの委託相談事業所) 

 設置法人：単一法人 

 設置形態：基幹相談支援センターと委託相談支援事業機能の併設型 

 カバーエリア人口： 95,000 人位 

 

３．運営方法 

  委託契約内容 

① 障がい者(児)及び家族等からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言 

② 特に専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応 

③ 障がい者等が行う交流活動等の支援 

④ 地域の相談支援事業者との連絡及び調整 

⑤ 地域の相談支援専門員に対するスーパーバイズ及び研修等を通じての人材育成 

⑥ 北信地域障害福祉自立支援協議会」の運営に関すること 

⑦ 障がいに対する理解のための普及啓発に関する講演会等の開催、広報活動 

⑧ 前各号に掲げるもののほか、対象者に必要と認められる支援及び援助 

  職員配置 

① 相談支援専門員      3 名 

職員資格 

    ① 社会福祉士        1 名 

    ② 精神保健福祉士      1 名 

    ③ 社会福祉主事       1 名 

 

４．カバーエリアの相談支援体制 

  基幹相談支援事業所        1 事業所（圏域設置） 

  委託相談支援事業所        1 事業所（圏域設置で、基幹併設） 

  指定特定相談支援事業所      9 事業所 

  指定障害児支援事業所       4 事業所 

  指定一般相談支援事業所      7 事業所 

総合相談支援センター内に基幹センターと指定特定相談事業所があるが、基幹センターの職員
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は一切個別給付による計画相談は行っていない。 

 

５．基幹相談支援センターの業務内容 

（１）基本相談状況 

市町村や保健師、病院等からの困難事例が増えている。 

（２）計画相談支援状況 

  地域で新たに相談支援事業所が増えるように啓発を行い、介護保険事業所等の参入が見られ 

ている。 

  6 市町村へアウトリーチで出向き、定期的なケース進行会議を開催する中で、優先順位の高 

い方から平成 24 年度、平成 25 年度、平成 26 年度毎にリストアップし相談支援専門員に繋い 

でいる。行政は本人、家族に制度説明をし、相談員を選んでいただくという役割分担をしなが 

ら進めている。 

平成 26 年度中には対象とする 700 名に計画相談が行き渡る予定。 

（３）協議会関連業務状況 

  年度を追うごとに各専門部会が活性化しており、部会の下に更に委員会やプロジェクトチー 

ムが誕生し、フォーラム等の開催も多くなってきている。その事務局を担っているため日々追 

われる程の業務量となっている。年間自立支援協議会の開催日を数えると 1６０日位は地域の 

どこかで関係者が集まっている事になる。それらをホームページに掲載し地域に発信している。

また今年度より事務費を予算化してもらい充実活性化にあてている。 

  本会議では、相談支援専門員からの地域の課題やリアルな困難ケース等の報告を定例で行う 

中、各部会の横断的な課題への取り組みも見られ、それを受けて検討していく市町村課題検討 

ワーキングが月 1 で機能しており幹事会とキャッチボールしながら本会議で検討し成果物へと 

繋がっていけるような仕組みとなってきた。  

（４）困難事例への対応状況 

  6 市町村へのケース進行会議のアウトリーチにて計画相談に繋がらない困難ケースの相談が 

多く寄せられている。主に地域活動支援センターやデイケアの利用をはじめとしどこにも繋が 

っていない精神障がいの方や発達障がいの方達が多く、複雑多岐に渡る相談となっている。関 

係者でチームを組んで情報共有する中で方向性を一致させて進めている。 

（５）広域調整等の連携状況 

  平成 16 年から総合相談支援センターとして機能してきたため、教育・福祉・保健・医療・労 

働・各サービス事業所・相談事業所との連携作りの構築はされてきている。 

最近はそこに司法や介護といったニーズが多くみられるため、ケア会議や協議会の部会等で 

連携を図っているところである。 

（６）カバーエリアの指定相談支援事業所との連携状況 

  ① 人材育成やサービス等利用計画の質の担保を目的に通年継続できるケアマネジメント研 

修と重点サポート研修を企画実施。 

② 各相談事業所に月 1 アウトリーチで出向き、計画作成におけるアドバイスや相談員が一 

人で抱え込まないよう応援。 
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③ インターンシップ研修を企画し、新たな相談支援専門員がケア会議等へ同行し、OJT 等 

で実践力を身につける応援。 

④ 新しく参入した事業所に向けて、障がい福祉制度等の学習会をその都度開催。 

⑤ 地域の相談支援専門員のネットワーク会議を月 1 で開催し学習会や協議会で検討してほ 

しい地域資源の提案等の意見交換会をし市町村担当者を交えての話し合いに繋ぐ。 

⑥ 協議会の部会研修会に地域の相談支援専門員に参加してもらい、サービス等利用計画が 

個別支援計画にどう反映され、そしてどう現場で実践されているのかグループディスカッ 

ションで検証していく研修会を開催し、本人主体の計画になっているのか、本人主体の支 

援になっているのか検証する機会を設置。 

⑦ ケアマネ研究会を月 1 で開催し、6 市町村担当者とサービス等利用計画作成における 

学習会と計画作成の精査を行っている。そこでの課題を相談員のネットワーク会議(月 1) 

に返し共有し、相談支援の質の向上を図る。 

（７）地域移行関連業務状況 

自立支援協議会の精神地域移行・地域定着部会や権利擁護部会そして相談支援専門員からの

課題として、暮らす場が挙げられている。保証人の問題や地域の理解(家主含む)等今後課題検討

ワーキングで検討していく事になっている。 

また、精神病院からの地域移行としては、自立支援協議会の部会からの発信で取り組み始め 

た長期入院されている方への定期面談を昨年より開始した。(市の保健師・保健所の保健師・基 

幹センター相談員・病院の PSW) 

病院の見立てと地域の見立てが一致した方へのアプローチを共有したり個別支援会議等へ繋

ぎ、計画相談を経て退院し地域で暮らし始めた方たちが出始めている。 

（８）権利擁護・虐待関連業務状況 

障がい者虐待に関しては、平成 24 年 10 月に障害者虐待防止センターを市町村障害福祉課に 

 設置し、基幹相談支援センターは市町村の依頼で協力機関として位置付けている。 

また、現在権利擁護部会で権利擁護センター設立に向けて話し合いがもたれており地域のニ

ーズをデーター化し地域啓発等行っていく。更に今後は自立支援協議会の地域開発プロジェク

トでより具体的に検討し進めていく予定。基幹相談支援センターとしてはコアメンバーに加わ

っていくことになっている。 

（９）専門相談に関する事業状況 

  総合相談支援センター内に療育相談事業や就業・生活支援センター事業・基幹相談支援セン 

ター事業が入っているため、療育・発達の専門相談は療育コーディネーターと発達臨床心理士 

と共に連携しあえている。また基幹相談支援センターの相談支援専門員 1 名は療育関連を中心 

に、保育園巡回訪問等で発達障がい児の支援を担っている。 

  高次脳機能障がいに関しては、県リハビリセンターとも連携している。 

  また、就業・生活支援センター事業はハローワークの近くに支所を設けており、常に連携を 

とりながら相談を受けている。 

（10）サービス管理責任者・サービス提供事業所との連携状況 

  自立支援協議会の部会にサービス事業所やサービス管理責任者が参加しており、「本人中心部 
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会」として本人の想いを聞く取り組みを長年積み上げてきている。また計画相談開始前よりケ 

ア会議が頻回に開催されてきた地域でもあり、関係者会議も必要に応じ開催されており連携は 

強固でもある。更に計画相談が開始される中で、モニタリングでは事業所の個別支援計画との 

すり合わせを実施し、連動した計画を常に確認できる仕組みとした。 

（11）営業時間 

   営業時間   月曜日～金曜日  8：30～17：30 

   休日     土・日曜日 祭日   

   24 時間体制  電話転送での相談 

（12）その他特徴的な取り組み状況 

  北信保健福祉事務所で管理している施設入所調整を自立支援協議会の話し合いの中で基幹セ 

ンターが情報管理していく事になった。 

（6 市町村と日頃より常に顔を合わせていること、総合的な相談が多く寄せられ、地域の相談 

事業所からの寄せられた相談を情報提供し、一緒に検討できる立ち位置とした。） 

 

６．基幹相談支援センターの現状課題 

（１）業務内容に関する事 

自立支援協議会の事務局運営に大きくシフトしており、日々業務に追われるため今の人員配

置では難しくなってきており事務員の配置の必要性を感じている。 

（２）運営に関する事 

自立支援協議会の実績を積み上げた結果、持ち出していた事務費が平成 24 年度予算化された

が委託費だけでは厳しい現状がある。また委託相談支援センター機能と基幹相談支援センター

機能の両方の機能を持ち、職員も重複する中ですみわけが曖昧でもあり、幅広い機能が求めら

れている。 

（３）その他 

基幹相談支援センターへまえさばき的な相談や困難事例が増え関係者との日程調整が難しく 

なってきており、市町村担当者からは人員増等の声も聞かれる。 

 

７．今後の基幹相談支援センターに関する展望・構想、基幹実践してみての意見・感想等 

10 万人口に満たない圏域なので、市町村や地域の事業所や関係機関との連携が取れやすく、

地域課題もあまり「ずれ」なく共有する事ができる。 

基幹相談支援センターに権利擁護や地域移行等の機能が求められてはいるが、その地域の実 

情や相談体制整備によっては基幹相談支援センターの持つ機能は違ってくると思われる。北信

圏域の場合は、自立支援協議会の部会を機能させてチームで連携しながら行う事が今後期待さ

れている。そのためにも事務局を担う基幹相談支援センターが市町村と連携のもと自立支援協

議会が立ち往生せず継続していけるような体制強化が必要と感じている。 

  また、1 人ひとりの利用者が、乳幼児期から途切れることなく幸せな生涯が送られるようラ 

イフステージにおいて連携した仕組みづくり・地域づくりを構築していけるよう包括的視点で 

地域の相談体制整備の後押しをしていきたい。 
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センター名称 北信圏域障害者総合相談支援センター

センターの設置形態 2 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数 6

センターがカバーするエリアの人口 ９万５千

● ●

○ ● ○

身体障害 ○ ●

知的障害 ○ ●

精神障害 ○ ●

発達障害 ○ ●

高次脳機能障害 ○ ●

難病 ○ ●

障害児 ○ ●

世帯の支援が必要なケース ●

家族支援も必要なケース ●

地域移行ケース ○ ● ○ ● ○

自市町村外からの転入（転出）ケース ● ○ ○ ○

広域対応が必要なケース ● ○ ○ ○

障害特性への専門的支援が多く必要なケース ● ○ ●

触法ケース ○ ● ○ ● ●

相談支援専門員からの相談対応 ○ ●

ケース会議同席 ○ ○

事例検討実施 ● ●

委託のスーパーバイズ ○ ●

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ○

市民への周知活動やリーフレット等の作成 ● ●

通常のケースの計画相談実施 ●

専門性が高いケースの計画相談実施 ○ ○ ●

計画の検証 ● ○ ○

計画のスーパーバイズ ○ ● ○

研修の企画運営 ● ○

指定事業所の連携推進 ○ ● ○ ○

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ● ○ ○

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援 ○ ○ ○ ○ ●

研修の企画運営 ● ○ ●

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター） ● ○

サビ管研修の企画運営 ● ○ ●

交換研修・インターンシップの受け入れ ●

指導者養成研修への参加

全体企画運営 ○ ●

各市町村・各区協議会への参加 ○ ●

圏域協議会への参加 ● ● ○

障害福祉計画の策定及び進捗管理 ● ○ ●

研修の企画運営 ○ ● ○

ピアサポーターによる相談支援の支援 ●

ピアサポート活動への支援 ●

行政との役割分担の明確化 ○ ●

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携 ○ ● ○ ○ ○

市町村窓口との一体化（一本化） ● ○ ○

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等 ○ ○ ● ○ ○

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等 ○ ● ●

医療機関 ○ ○ ● ●

発達障害者支援センター

地域包括支援センター、介護保険事業所等 ○ ○ ● ● ○

地域相談のスーパーバイズ ○ ● ○

研修の企画運営 ○ ● ○ ●

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成 ●

住居サポート事業の受託

体制整備のコーディネート ● ●

精神科病院訪問 ○ ● ●

入所支援施設訪問 ● ●

権利擁護に関する地域の実態把握 ○ ○ ●

権利擁護に関する地域への普及・啓発 ○ ○ ●

通報受付 ●

緊急一時保護場所調整 ● ○

夜間通報受付 ●

相談対応 ● ○

市町村長申立て機能受託 ●

金銭管理機能 金銭管理相談対応 ●

社会福祉協議会 ○ ○ ●

弁護士会 ○ ○ ●

司法書士会 ○ ○ ●

社会福祉士会 ○ ○ ●

地域生活定着支援センター ●

広報発行 ●

ホームページ開設・運営 ●

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等） ●

24時間365日対応 ● ●

事務職員の配置 ●

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮）

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し
てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

①総合的・専門的な相談
支援の実施

当事者活動の推進・支援

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）中項目

３障害等への総合的な対応

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

委託相談の後方支援

人材育成

協議会事務局

常勤（　　４　　　）人、非常勤（　　　　　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

広域入所調整
教育分野の特別教育連携協議会との連携

引きこもり等のアプローチの難しい生活困窮者への対応
乳幼児からのライフステージにおいて途切れない連携システム等の包括的な
地域づくり

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　３　　　）人、非常勤（　　　　　）人

その他
関係機関

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談 協議会
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第４章 基幹相談支援センターの在り方 

                

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77条の 2において、基幹相談

支援センターは「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」とされており、地域生活支

援事業実施要綱において、具体的な業務を以下の通り定めています。 

 （１）総合的・専門的な相談支援の実施 

 （２）地域の相談支援体制の強化と取組 

 （３）地域移行・地域定着の促進の取組 

 （４）権利擁護・虐待の防止 

 

第 1 節 総合的・専門的な相談支援 

総合的・専門的な相談支援の実施とは、「障害の種別や各種のニーズに対応できる総合的な相談

支援や専門的な相談支援の実施」とされています。 

では、具体的に総合的・専門的な相談支援が何かということを見ていくと、アンケート調査及

びヒアリング調査から、支援する対象の種別として、3 障がいへの対応に加えて、発達障がい、

高次脳機能障がい、難病、障がい児への対応が求められており、また、専門性が高いケースとし

て、世帯全体や家族支援への支援が必要なケース、地域移行、自市町村外からの転入（転出）な

どの広域対応、触法ケースへの対応が求められていることがわかります。当然のことながら、総

合的・専門的な相談支援を行うためには、支援にあたる相談支援専門員が相談支援の経験を豊富

に有していることが求められ、また、当該相談支援専門員のスキル維持や地域の実情把握のため

には一定程度、計画相談支援以外の相談ケースを持っていることが望ましいと考えられます。特

に対応が困難なケースを受け持ったり、触法や自市町村外からの転入ケースなど、一時的に集中

して支援が必要なケースを受け持ち、地域の相談支援事業所と一緒に支援することにより、その

支援の手法を伝達したり、サービス担当者会議等において助言することなども可能となります。

そうすることにより、地域の相談支援事業所から困ったときに相談を受ける基幹相談支援センタ

ーとなり、行政との信頼関係も一層構築され、地域の相談支援体制強化へと繋がっていくことが

できます。 

ただし、基幹相談支援センターにいる相談支援専門員は、一人ですべての総合的・専門的な相

談に対応できる必要性を求められているわけではなく、基幹相談支援センターに集まる人材が力

を合わせて、かつ関係機関や各分野の専門機関を繋ぐ調整機能を発揮し、基幹相談支援センター

として総合的・専門的な相談に対応することが大切です。そういう意味で、基幹相談支援センタ

ーとして総合的・専門的な相談に対応するためには、そこにどのような人材を集めるか、どのよ

うに地域の関係機関と連係体制を構築していくか、という視点を行政と一緒に考えていくことが

重要になってきます。 

 

第２節 地域の相談支援体制の強化と取り組み 

 つぎに第１節でまとめられている、「（２）地域の相談支援体制の強化と取り組み」を行なうた

めに必要と思われる機能を、アンケート調査及びヒアリング調査から、以下のようにまとめ考え
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てみます。また、アンケート内容の分析結果 P38～P40の中でも確認されているように、協議会検

討型で設置された基幹センターと行政主導型で設置されたものとでは、協議会検討型の方が設置

後のイメージ共有がスムーズで、早期に具体的な実践に反映されていることがわかります。その

ため、基幹相談支援センター設置に関しての議論は、協議会のような行政・事業者・当事者など、

地域の関係者が集まる場で行なわれることが原則ではないかと思われます。（今回の研究事業によ

る「相談支援体制セルフチェックシート」） 

（１）委託相談（相談支援事業所）の後方支援 

 以前から、相談支援事業を民間の社会福祉法人等に委託して実施されてきた地域においては、

その委託事業者に相談支援に関する必要な人材やスキルが集約して存在していることが想定され

ます。そこで、これまでの（委託）相談支援体制の検証（過去）とあり方（将来）を再考し、そ

の結果をもって基幹相談支援センター設置の議論に進めていくことが有用だと考えられます。地

域の相談支援体制をこれまで以上に向上させるため、これまで培われた相談支援のノウハウを、

地域に還元する機会が生じているともいえます。当然、後発の相談支援事業所も自助努力は必要

でしょうが、単独でノウハウを積み上げていくには、多くの時間を要し非効率と考えられます。 

 具体的には、実際の相談における同行訪問や事例検討、協議会への参加など、具体的な業務に

よるＯＪＴ的な支援が想定されます。 

（２）計画相談支援の推進 

 平成 25年度末現在、全国的な計画相談の実施率は低調な状態にあります。その原因については、

さまざまなものが考えられますが、大きな原因のひとつに計画相談を見据えた、相談支援体制の

再構築ができていないということにあります。計画作成だけに目を奪われず、平成 27年度以降の

相談支援体制を整備するような、準備と移行期間を経過している地域は、確実に計画作成が進ん

でいるようです。一方、近視眼的な考えで計画相談だけを捉えていた地域は、苦戦をしいられて

いるようです。 

 ですから、上記同様に計画作成を中心に担う事業所や人員のあり方、一般的な相談を担う事業

所や人員など、これまでの相談支援事業を検証し、協議会等による議論や整理が重要となります。 

 具体的には行政機関だけが計画相談の進捗を管理せず、協議会等の場で官民協働による計画相

談支援の推進を図ることが有用だと考えられます。 

（３）人材育成 

 相談支援事業が対象とする地域の人口規模や面積などにより、人材育成に関しては、その具体

的なあり方について、大きく異なることが想定されます。各事業所単位で行なえる内容と、対象

地域全体や都道府県レベルまで広げて考えなければならない内容など、単独事業所の限界を見据

え、複数事業所や複数自治体などで対応するなどが必要になります。連携している相談支援事業

所やサービス提供事業所の事情も考慮しながら、専門性や経験値など目的を明確にした、人材育

成を計画的に行なうことが肝要と考えられます。地域の相談支援の質が低下しないように協議会

等で、関係者による継続的な議論が必要となってきます。対象者に、サービス管理責任者を含め

ることも考えられます。 

 具体的には、日常的なスーパービジョンが行なえる体制やシステムを整備し、人材育成のため

のシステムや環境を意図的に整備し、運用していくことが求められていきます。また、そのシス
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テムを中心となり動かしていくリーダー的な人材に関しては、都道府県単位で組織されつつある

相談支援専門員の協会など、都道府県全体での取組みとの連動が必要です。 

（４）協議会事務局 

 アンケート内容の分析結果 P41～P42にあるように、協議会検討型の基幹相談支援センターにお

いては、協議会の事務局を受託し、より密接な関係を構築していることが多いと推測されます。

相談支援事業が地域の中にしっかりと根づき、いわゆる声なき声を拾うような活動を行っている

と、協議会の必要性が高まり、より活性化された協議会が形成されていくことになります。です

から、基幹相談支援センターのように、地域の相談体制の中心を担いながら活動することは、必

然的に協議会の事務局を担うことが容易に想像できます。 

 具体的には、すべての事務局機能を基幹相談支援センターが担うという形も想定できますが、

行政と事業者の役割や機能、地域生活支援事業としての観点からも、丁寧に議論して進めること

が有用です。例としては、会場設置や通知文など純粋な事務的な機能は行政。議題等の内容づく

りは、基幹相談支援センターなど、協働型でお互いの得意な役割を担うことが効果的であると考

えます。 

（５）当事者活動の推進・支援 

 地域づくりの一環として、当事者活動や家族会活動などを支援し、共助の部分を強める活動を

行うことがあります。当然、フォーマルサービスによる支援も重要ですが、日頃から支援を受け

ることが常態化した毎日の生活から、自らが支援者となり、支援をする側になることで、当事者

の生活をより意欲的にすることがあります。 

 具体的には、相談員が黒衣役に徹して、当事者活動を推進したり、家族会活動を活発すること

で、地域の支援体制を強化することにつながります。障がい者イコール弱い存在で、保護される

立場というイメージを払拭するためにも、必要な取組みと位置づけられます。 

（６）行政との連携 

 これまでの相談支援事業は、委託相談支援事業が前提の体制づくりであったように思えます。

しかし、これからは計画相談のみの事業所や、児童相談のみの事業所など、委託以外の相談支援

事業所が増えていくことが予想されます。そのため、相談者がどの相談支援事業を訪ねても標準

的な相談が受けられ、個別の相談を地域全体の相談につなげていくことが大きな目標となります。 

 具体的には地域ごとの特性（相談体制）に合わせて、全事業所との定期的な会議などが行なわ

れ、一定のルールのもとで相談支援事業が実施されていくことが望ましいと考えられます。標準

的な相談の流れ・様式の統一・遠隔地対応など、相談者等に混乱をきたさない配慮が必要です。 

（７）関係機関との連携 

 上記同様に、相談支援事業所のみならず、地域の関係機関（教育・医療・保健など）が集まっ

て情報交換や協議会活動に、参加を促していく機会が必要となります。それらにつながる活動は、

行政や基幹相談支援センターなど、誰かがリーダー役となり推進していく必要があります。特に

当事者の権利擁護や虐待防止の場面などでは、多機関が連携し支援をすることが多く想定され、

日頃からの定期的な集まりで、顔の見える関係性を構築しておくことが特に重要となります。 
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第３節 地域移行・地域定着の促進の取り組み 

「地域移行・地域定着支援」が個別給付として位置づけられてから 1 年以上が経過しています

が、地域での実態としては促進が充分に進んでいないという状況です。 

「計画相談」に追われてしまい、「地域移行・地域定着」まで業務が回らない、人的にも制度的に

も取り組みが遅れてしまっているのが現状のようです。 

反面、地域での受け皿がないために精神科病院に長期入院を余儀なくされている方や、地域で

の生活をイメージできないがために入所施設で長期にわたって生活している方に対する相談支援

が届いていないという現状ともいえます。 

「計画相談」が導入されたことにより、地域での生活を希望する方の声を聴くことができ、本人

が望む暮らしを実現していくための計画を具体化できる契機となっているということを留意して

おくことが必要です。 

以下、基幹相談支援センターの役割として「地域移行・地域定着」の促進に関する取組をまと

めてみます。 

（１）地域の状況把握 

 地域課題として「地域移行・地域定着」を共有することが必要になりますので、入所施設や精

神科病院の実態を把握することが大切です。入所施設や精神科病院の数や定員（病床数）だけで

はなく、入所施設や精神科病院での現状と課題を抽出し、その課題を共有し、協議検討していく

ことで利用の促進につながります。 

具体的には、協議会の活用（地域移行・地域定着部会の設置や地域課題として共有するための

場づくり）など、行政（障がい担当課、保健所）と相談支援事業所が協議検討していくための環

境を整えることが基幹型相談支援センターの役割と言えます。 

（２）普及啓発 

 関係機関への普及として、「地域移行・地域定着」の制度を普及させていくための取り組みが必

要になります。相談支援事業所はもとより、入所系施設や日中系事業所、訪問系事業所などへ、

制度の理解（対象者や支援内容等）と目的（退所や入院はゴールではなく始まり、など）を周知

していくことで利用の促進につなげていく事が重要です。 

また、医療機関や介護保険の事業所、児童を支援している事業所などへの周知も積極的に行っ

ていくことを忘れてはなりません。 

具体的には研修の企画や実際の支援プロセスを共有しながら勉強会などを開催する等の取り組

みを行政と一緒に検討していくことが望まれます。 

当事者及び家族への普及としては、入所施設や精神科病院へ出向き、入所や入院している方に

対してわかりやすく制度を説明する機会（パンフレットの作成など）や、実際に地域移行を経て

地域で生活をしている方の話を聞くような場面（ピア活動の普及）を積極的に行っていくことも

基幹相談支援センターの役割と言えます。 

（３）相談支援体制の強化 

 相談支援事業に関わる法体系の中で、「指定特定相談支援」（計画相談）の事業指定に関しては

市町村、「指定一般相談支援」（地域相談）の事業指定に関しては都道府県という事が整備されま

した。「指定一般相談支援」の指定に関しては、みなし期間が設けられましたが、みなし期間の終
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了に伴い指定を取り下げてしまった事業所も多いのが現状です。相談支援体制の強化にあたり、

「地域移行・地域定着」を担える事業所を増やしていくことも大切になります。 

また、地域の相談支援専門員や地域移行支援員を招集し、勉強会や事例検討会を実施すること

は、スキルアップが図り、地域課題を共有するためには有効となります。その際、医療関係者や

介護保険事業者といった他領域の職員とも協働で行うことにより、一層の利用促進につながって

いきます。 

実際の「地域移行・地域定着」の支援プロセスに関しては、相談支援専門員や相談支援事業所、

医療機関や入所施設の相談先として、スーパーバイズの機能や施設、病院と相談支援事業所との

調整機能（つなぎ）を基幹相談支援センターが担うことが望ましいと考えます。 

（４）地域連携 

 前述したとおり、「地域移行・地域定着」の促進には医療と福祉、都道府県と市町村、保健所と

障がい担当課、他職種他領域の事業所と相談支援事業所、といった様々な機関が連携することが

必要になります。総合支援法と精神保健福祉法、権利条約といった法律や制度のはざまの中で、

本人の望む生活が埋没することのないような仕組みが必要になってきます。連携やネットワーク

を構築することが目的ではありませんが、「地域移行・地域定着」の利用を促進することで連携や

ネットワークが構築されていくはずです。 

本人の望む暮らしを実現していける地域に進むためには、基幹相談支援センターの重要な役割

のひとつに「つなぐ」機能が位置づいていると言えるのではないでしょうか。 

 

来年度からは、改正された精神保健福祉法や総合支援法の施行が始まります。地域移行支援の

対象者も拡大されます。基幹相談支援センターには更なる役割や機能が付加されることも予想さ

れますが、「地域の実情」を把握し「地域の課題」を掌握し「地域に発信」していくことを基本と

して、「関係機関との連携」を構築し「相談支援の体制」を強化していくための道標を示していく

ことが重要な機能となっていくと考えています。 

この時期にこそ、誰もが自分らしく、自分の望む生活を実現できる地域にしていくために、行

政と地域と繋がりながら基幹相談支援センターを作り上げていくことが求められています。 

 

第４節 権利擁護・虐待防止 

権利擁護機能は、地域の障がい者と関わる全ての人・物が、合理的配慮に基づき備えるべき機

能と言えます。そのため、地域全体として障がい者の権利擁護に関する取り組みが必要とされて

います。その中で、権利侵害されている・権利侵害の危険性に直面している・権利を行使出来な

い状況にある等、権利が擁護されていない状況におかれている方々に出会う機会が、相談支援事

業はとても多い場所に位置づいていると思います。 

当然ながら、権利擁護の視点は相談支援専門員の習得すべきベースのスキルとされています。 

地域において権利擁護を推進するためには、個別ケースにおける相談支援の中で、その気付き

を具体的に解決する相談支援体制が必要となります。 

介護保険制度のケアマネジャー（介護支援専門員）と地域包括支援センターとの連携を思い 

描くと分かりやすいかも知れません。居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、計画相談支援を
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実施する中で利用者の権利侵害に気付き、その解決に向けて地域包括支援センターへの相談を開

始し、地域包括支援センター機能として社会福祉士が様々な機関と連携し、問題解決に向けた権

利擁護支援を展開する体制が確立されています。 

従来、委託相談支援事業において、権利擁護に関する相談支援は事業の中の一つの機能として 

位置付けられて来ましたが、地域の中での仕組みまで整理されていませんでした。そのため、権

利擁護に関する窓口は不明瞭のままであったと言えます。 

平成 24 年 10 月、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の施行 

に伴い、市町村障害者虐待防止センターと都道府県障害者権利擁護センターが設置され、障がい

者虐待に関する窓口が明確化されました。また、市町村虐待防止センター機能の一部は地域の実

情にあわせて委託事業としても可能となり、本研究事業の調査では、虐待防止センター機能を受

託した基幹相談支援センターが半数近くあります。 

特に虐待案件への対応については、市町村との連携をより強化し、基幹相談支援センター機能

として必要とされていることが窺えます。また、権利擁護に関する普及・啓発についても、半数

近い受託状況にあります。 

一方では、成年後見制度利用支援事業についての受託や、権利擁護に関する実態把握について 

は基幹相談支援センター機能としての位置づけは低い状況です。 

基幹相談支援センター機能として、権利擁護と虐待防止に関しては、権利擁護に関する専門的 

な視点と同時に、虐待防止に関する専門的な支援のスキル・専門機関との強固なネットワークの

構築によって、問題解決に向けた機能を地域に展開することが求められていると言えます。 

また、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が計画相談支援を開始し、権利侵害や虐待案

件に出会った際に連携する機関が必要であり、基幹相談支援センターが地域の指定特定相談支援

事業所と連携・応援し、権利擁護機能を果たしていくセンターとして整理された地域が多く存在

しています。 

なお、成年後見制度利用支援事業の受託状況の低さは、権利侵害等に関する解決機能として基 

幹相談支援センターが主体となって機能を果たすというよりは、各地で設置が進み出している成

年後見センター等が、地域の受け皿として機能し始めていることで、基幹相談支援センターへの

機能付加の整理がなされている状況が窺えます。 

地域における権利擁護に関する実態把握に関しては、上記内容の整理により各地の体制整備が

図れ、実践する中で把握して行くものであり、現状では基幹相談センター機能として位置付ける

には時期的に難しい状況であったと言えますが、障がい者虐待の統計や対応案件の蓄積と検証、

協議会における権利擁護部会等の専門部会のような検討の場で、地域の実情が明確化されていく

と思われます。 

 権利擁護に関する地域の相談支援体制については、基幹的社会福祉協議会による日常生活自立 

支援事業や、既に設置されている成年後見センター等・障害者虐待防止センターの機能整理の中 

で、補足・強化等の議論を通して、基幹相談支援センター機能として位置付けられていくものと 

考えます。 
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第 5 節 基幹相談支援センターの体制整備に向けて 

 ここでは、基幹相談支援センターが、「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」とし

て、第 1節から第 4節でみたような業務を実施するために必要な体制について整理します。 

 

（１）地域の相談支援体制全体の中での基幹相談支援センターの役割・位置づけの検討 

基幹相談支援センターは、単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直営又は委託による

設置等、地域の実情（人口規模、地域における相談支援の体制、支援ニーズ、人材確保の状況等）

に応じて最も効果的な方法により設置するとされています。 

地域の実情について、今回の事業で提示した「相談支援体制セルフチェックシート」を使って、

障害当事者、市町村行政、相談支援事業者、サービス提供事業者、その他関係者がそれぞれの視

点から整理すると、その結果は必ずしも一致しないことが予想されます。このため、地域の関係

者が、協議会等の場にチェック結果を持ち寄り、それぞれの視点から気づいている課題意識を共

有した上で地域の相談支援体制のあり方を検討し、自分たちの地域の相談支援体制全体の中で基

幹相談支援センターをどのような役割を果たす機関として位置づけるのかを十分に議論すること

が重要です。 

また、基幹相談支援センターを立ち上げた後も、協議会等の場における「相談支援体制セルフ

チェックシート」を使った地域の相談支援体制の在り方についての検討は定期的に行い、地域の

相談支援体制の整備段階に応じて基幹相談支援センターの在り方も適宜見直していくことが求め

られます。 

（２）職員体制 

 基幹相談支援センターの職員体制は、地域の実情（人口規模、地域における相談支援体制とセ

ンターの役割・位置づけ、支援ニーズ、人材確保の状況等）をふまえて地域の関係者で決めたセ

ンターの業務内容や業務量によって決まります。 

今回のアンケート結果から基幹相談支援センターの職員実人数をみると、合計 5.2 人（うち常

勤専従 2.9 人、常勤兼務 1.6 人、非常勤専従 0.5 人、非常勤兼務 0.3 人）であり、そのうち相談

支援専門員の配置は 2.9 人でした。また、相談支援専門員の保有資格をみると、初任者研修修了

者 2.3 人、社会福祉士 1.9 人、精神保健福祉士 1.3 人となっています。なお、事務職員の配置は

平均 0.8人となっています。 

こうした状況下で「現在の職員体制で地域における相談支援の中核的な役割を担うことができ

ている」と回答したのは 56センター（54.4％）にとどまっていること、ヒアリング調査でも職員

体制の脆弱さを課題とする意見が多かったことをふまえると、基幹相談支援センターが地域で求

められる役割を効果的に果たすためには、職員体制の強化が必要です。 

具体的には、基幹相談支援センター等機能強化事業の実施要綱で「センター等に特に必要と認

められる能力を有する専門的職員」として例示されている、社会福祉士、保健師、精神保健福祉

士は、必ず配置することが望まれます。また、「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」

としての業務の重要性を考えると、勤務形態は常勤専従を基本とすることが望まれます。さらに、

相談支援に関する業務には煩雑な事務作業が多いため、業務量に応じて事務職員の配置も検討す

る必要があります。 
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（３）運営財源の確保 

基幹相談支援センターの運営財源は、センターの業務内容や業務量、職員体制によって決まり

ます。 

今回のアンケート結果でセンターが相談支援の中核的な役割を担うことができない理由をみる

と、「必要な人材が確保できない」36 センター（33.0％）、「担う業務が煩雑すぎる」32 センター

（29.4％）の順に多くなっており、その背景には、センターが求められる業務内容・量に見合っ

た財源が確保できていないことがうかがえます。また、次いで多い理由は「財源が不足している」

26 センター（23.9％）であり、ヒアリング調査でも財源不足を指摘する意見が多くありました。 

基幹相談支援センターが地域で求められる役割を継続して安定的に果たしていくためには、運

営基盤の確立、とりわけ、十分な財源の確保は不可欠です。市町村は、自らが基幹相談支援セン

ターの設置・運営の責任主体であること、また、相談支援事業は本来的に市町村の業務であるこ

とをふまえ、都道府県、国の支援を受け、基幹相談支援センター等機能強化事業等を有効に活用

したり、地域に基幹相談支援センターがあることの意義を地域住民や財政当局にエビデンスに基

づいて分かりやすく説明し、十分な財源を確保することが求められています。 

 

第５章 総称【今後の相談支援体制整備に関する提言】 

 今後の相談支援体制を整備する要となるのが、基幹相談支援センターの設置であり、基幹相談

支援センターとしての機能が十分に発揮されることが重要であることは誰もが認めるところであ

る。しかし、どのように設置したら良いのか、またその役割と機能をどのように捉えるのかとい

う点に関しては、地域によってさまざまな意見があると思料されます。 

 本研究事業では、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の中でどのような役割を担えば

地域の相談機能が充実するのかを明らかにしてきました。その結果から、基幹相談支援センター

を含む地域の相談支援体制を整備するために以下の点を提言としたい。 

 

１．地域の相談支援体制を整えるためには、基幹相談支援センターを含む、地域の相談支援体制

をどのように構築するのかを「相談支援体制セルフチェックシート」を活用して、市町村の関係

者が包括的に協議することが必要である。 

 

２．地域の相談支援体制を整えるためには、基幹相談支援センターの設置が必須であり、センタ

ーがどのような役割と機能を持つべきなのかを明確にすることが重要である。 

 

３．基幹相談支援センターを設置する場合には、その地域の相談支援事業者、障がい当事者、市

町村行政、サービス提供事業者、その他関係者等が協議会などを利用し、十分な検討を重ねて設

置することが必要である。 

 

４．基幹相談支援センターを設置する際の検討事項として、基幹相談支援センターの業務内容を

明確にすることが必要であり、以下の点を踏まえて検討する必要がある。 

１）総合的・専門的な相談に関しては、基幹相談支援センターと地域相談支援事業所の役割を
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明確にし、相互に、どのような役割を担うのかを協議し、実践の中で修正していくことが必要で

ある。 

２）地域の相談支援体制の強化に関しては、地域の相談支援事業所のバックアップ機関として

基幹相談支援センターの役割を明確にしていくことが重要である。 

基幹相談支援センターは委託相談の支援、計画相談の支援、人材育成、協議会事務局の運営、

当事者活動の推進と支援、行政との連携、関係諸機関との連携等を行い、地域の相談支援事業所

がその業務を円滑に実施できる体制を整える役割を担う必要がある。地域の相談事業所をバック

アップする際、困難事例の対応の支援、地域の事業所へのスーパーバイズ、相談の質を上げる研

修の提供等が特に必要となる。 

３）地域移行・地域定着の促進に関しては、地域の相談支援事業者が地域移行・定着支援に関

連した専門職間のネットワークの形成までを担うことは困難であると思われる。基幹相談支援セ

ンターが地域移行・定着に関連した医療機関や専門職種間のネットワークを形成する役割を担う

必要がある。そのためには、地域の相談支援事業者が行っている地域移行・地域定着の実践を補

完しつつ、ネットワークの形成をより広範に形成していく役割が求められる。 

４）権利擁護・虐待の防止に関しては、都道府県権利擁護センター、市町村虐待防止センター

との役割を分担する必要がある。 

地域の実態把握や普及・啓発等は地域に密着していなければできない役割である。基幹相談支

援センターがこの役割を担い、権利擁護・虐待に関する相談は都道府県、市町村当該センターと

連携して実施することが求められている。 

 

５．地域の相談支援体制におけるセンターの役割、機能、業務内容を明確にすることで基幹相談

支援センターの職員体制を決める必要がある。 

地域の実情にもよるが、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業所の支援機関として位置

づくためには、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職が専任で配置される必要がある。  

また、業務の煩雑さを考えれば、事務職員が専任で配置される必要がある。 

 

６．基幹相談支援センターの運営基盤の確立と安定的な財源の確保が必要である。 

基幹相談支援センターが地域で求められる役割を継続して安定的に果たしていくためには、運

営基盤の確立、とりわけ、十分な財源の確保が不可欠である。そのためには国、都道府県が財政

の脆弱な市町村を支援する体制を整える必要がある。 

 

７．基幹相談支援センターに必要な人材が確保できなければ、当面、センターとしての機能を焦

点化し、行政機関、地域の相談支援事業所間のネットワークで相談支援体制を強化していかなけ

ればならない。 

国、都道府県は基幹相談支援センターに必要な人材が育つための人的な支援体制を整える必要

がある。基幹相談支援センターの職員を育成するための研修プログラムの作成とその実施だけで

は職員の育成は難しい。国、都道府県に独自のスーパーバイザー、ファシリテーターを確保して、

市町村の基幹相談支援センターに派遣し、実践を通じて訓練することが必要である。 
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第６章 資料 

１．検討委員会等の実施状況 

（１）第 1 回 検討委員会      平成 25 年 9 月 14 日（土） 

大宮ソニックシティ 701 会議室 

会議内容 

① 研究事業の内容と概要について 

   基幹相談センターの設置状況確認と調査概要の説明を実施。 

② 調査対象とする基幹相談センターのリスト化と現状把握 

   Ｈ23 年度に基幹相談センターを設置するかどうかの調査を市町村に行った時のデータを 

基に、全市町村へ問い合わせを実施し、リストを提示した結果、委託 91 ヵ所、直営 47 ヵ所、 

合計 138 の基幹相談センターの現状から、機能強化事業の活用市町村が多い傾向であるが、 

実際に機能強化事業の活用が無くても基幹相談機能を展開し、市町村が位置付けているセン 

ターの実態があることが委員会にて判明し、各都道府県へ情報提供を依頼し、調査対象セン 

ターのリスト化を再度調整することを確認。 

   基幹相談支援センターのイメージモデルの分類は現時点では不可能なため、基幹と称して 

いるセンターへの全数アンケートを実施することを確認。アンケートは郵送で、回収率を良 

くするために、国からの協力依頼も含め、調査後回答が無いセンターへの再度協力依頼を実 

施することを確認。 

③ 訪問先の検討  

訪問先には 2 人で伺い、年内に 5 か所ヒアリングを実施する。加えて検討委員の地域の基 

幹相談支援センターの報告を合わせて、10 か所の実践調査とする確認。 

 

 

（２）第 2回 検討委員会       平成 25年 12月 8日（日） 

                  大宮ソニックシティ 704会議室 

① 実施済みヒアリング訪問調査の報告 

【神戸市基幹相談センター ヒアリング報告】  （調査日：平成 25年 11月 28日） 

【堺市総合相談情報センター ヒアリング報告】 （調査日：平成 25年 11月 28日） 

② 今後のヒアリングの予定の確認 

  ③ アンケート調査結果【速報値】 

発送 196件 回答あり 93件 約 50%の回収率（Ｈ25年 12月 6日現在） 

再度、協力依頼のハガキの送付と電話連絡での回答依頼を実施する方向を確認。 

  ④ 基幹センターモデル（地域における基幹センター機能）の検討 

    地域の相談支援体制整備の一環としての基幹機能がどこに位置付けているのかを 

把握したり、地域診断したりするセルフチェックシートの作成項目の検討開始。 

  ⑤ 今後の研究事業スケジュールと報告書の分担確認 
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（３）第 3回 検討委員会        平成 26年 1月 18日（土） 

                     TKP大宮ビジネスセンター 

① アンケート調査結果報告 

   単純集計結果の報告と分析・考察に向けての検討を実施。必要項目に関するクロス集計 

なども検討し、次回の検討会に繋げることを確認。 

② 前回以降のヒアリング調査結果報告 

   【川崎市基幹相談支援センター 3 か所ヒアリング報告】（調査日：平成 25 年 12 月 5 日） 

   【北九州市基幹相談支援センター ヒアリング報告】 （調査日：平成 25 年 12 月 24 日） 

   【鶴岡市基幹相談支援センター ヒアリング報告】  （調査日：平成 26年 1月 7日） 

   【十勝障がい者総合相談支援センター ヒアリング報告】（調査日：平成 25年 12月 20日） 

   【その他、検討委員地域の基幹相談支援センター 実践状況報告】 

③ 調査に基づく基幹相談支援センターの実態の共有 

基幹相談支援センターモデルの検討にあたり、調査報告から基幹相談支援センターのセ 

ルフチェックシートの項目について検討し、様式の作成を検討してヒアリング及び実践報 

告センターへ再調査を依頼することを決定した。また、検討の中では、基幹相談支援セン 

ターが協議会等の検討により設置されたかどうかという、作り方としての課題が大きく議 

論された。 

 

 

（４）第 4 回 検討委員会      平成 26 年 3 月 1 日（土） 13:00～17:00 

                   大宮ソニックシティ 706会議室 

  ① 成果物（報告書）の概要確認 

② アンケート調査結果報告  

    最終集計と分析・考察に向けての集計内容の検討 

③ 再調査『相談支援体制セルフチェックシート』の報告 

 調査項目内容に関してはシートとして完成を見て再調査を実施したが、セルフチェック 

シートの記入は、市町村・基幹・他機関等、地域の様々な関係者がすり合わせをする作業 

が大切であることを確認。 

④ 基幹相談支援センターの在り方に関する報告内容の検討 

   （総合・専門相談／相談支援体制の強化／地域移行・定着／権利擁護／基幹体制整備） 

⑤ まとめ方の検討 

本研究事業は、実態報告で終わらず、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制整備 

には不可欠な存在であること。計画相談を担う地域の相談支援専門員のスキルアップを含 

めた人材育成の機能を担保する必要があること等、基幹相談支援センターに関する提言事 

項を締めくくりとしてまとめることを結論付けた。 

⑥ その他ヒアリング報告の最終報告と、報告書印刷までのスケジュール確認 

 

 



125 

 

２．基幹相談支援センター・アンケート調査票 

＜基幹相談支援センターの基礎的な内容に関する質問＞ 

問１．設置日について教えてください。下線に設置年月日を西暦で記載してください。 

            年    月    日 設置・予定  

問２．設置場所について教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。 

１．市町村庁舎内          ４．基幹用賃貸事務所 

２．地域公共施設          ５．その他（具体的に      ）        

３．委託法人所有施設内                        

問３．設置の状況について教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。 

   １．市町村単独            

２．複数市町村共同設置（広域設置を含む） 

   ３．その他（具体的に                        ） 

問４．設置形態について教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。 

   １．基幹センター単独型 

   ２．基幹センターと相談支援事業所の併設型 

   ３．基幹センターとブランチの併設型（保健・福祉・医療サービスなんでも相談所） 

   ４．基幹センターと相談支援事業所とブランチ併設 

（保健・福祉・医療サービスなんでも相談所） 

   ５．ネットワーク型基幹センター 

（活動拠点を設けず、協議会がネットワーク化して基幹の役割を果たす等） 

   ６．その他（具体的に形態を記載してください              ） 

問５．基幹相談支援センターがカバーしているエリアの人口を教えてください。当てはま 

る番号を一つ選び、○をつけてください。 

１．5 万人未満             ４．20 万人以上～30 万人未満 

２．5 万人以上～10 万人未満       ５．30 万人以上～50 万人未満 

３．10 万人以上～20 万人未満       ６．50 万人以上 

問６．運営方法について教えてください。当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。  

   １．行政直営              ４．その他（具体的に     ）       

２．複数法人委託                             

   ３．単一法人委託 

問７．【問６で 2.複数法人委託、3.単一法人委託、４．その他で委託の場合】と記載された 

方に伺います。委託の場合の受託法人の種別を教えてください。当てはまる番号に 

○をつけてください。 

１．社会福祉法人            ４．任意団体 

２．NPO 法人              ５．その他 

３．一般社団法人 

 （「５．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）                                      

                                         

問８．【問６で 2.複数法人委託、3.単一法人委託、４．その他で委託の場合】と記載された 

方に伺います。具体的な委託金額を下線に数字で記載してください。 

              千円（内人件費   千円・内事務費      千円） 

 

問９．人員配置について教えてください。下線に人数をお書きください。いない場合には０と記

載してください。 
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   １．常勤専従職員      人      ３．非常勤専従職員      人 

   ２．常勤兼務職員      人      ４．非常勤兼務職員      人 

問 10．職種ごとの人数を教えてください。下線に人数をお書きください。いない場合には０と記

載してください。 

   １．管理職員        人      ４．事務職員         人 

   ２．相談支援専門員     人      ５．その他          人 

   ３．ピアカウンセラー    人     （その他職員の職名と人数を具体的にお書き 

下さい） 

                        １）職名           人 

                        ２）職名           人 

問 11．各職種の所持している資格について教えてください。複数資格を所持している人の場合、

当てはまるもの全てに人数をお書きください。 

１．管理職員  

   １）社会福祉士      人       ４）初任者研修終了者     人 

   ２）精神保健福祉士    人       ５）現任者研修終了者     人 

   ３）介護支援専門員    人       ６）その他国家資格      人 

２．相談支援専門員  

   １）社会福祉士      人       ４）初任者研修終了者     人 

   ２）精神保健福祉士    人       ５）現任者研修終了者     人 

   ３）介護支援専門員    人       ６）その他国家資格      人 

３．ピアカウンセラー  

   １）社会福祉士      人       ４）初任者研修終了者     人 

   ２）精神保健福祉士    人       ５）現任者研修終了者     人 

   ３）介護支援専門員    人       ６）その他国家資格      人 

４．事務職員・その他職員  

   １）社会福祉士      人       ４）初任者研修終了者     人 

   ２）精神保健福祉士    人       ５）現任者研修終了者     人 

   ３）介護支援専門員    人       ６）その他国家資格      人 

問 12．基幹相談支援センターがカバーしているエリアの障害相談支援事業所の数を教えてくださ

い。下線に数字でお書きください。 

市町村委託相談支援事業所数   箇所 

指定特定相談支援事業所数    箇所  指定障害児相談支援事業所数  箇所 

指定一般相談支援事業所数    箇所 

 

問 13．基幹相談支援センターの設置経緯について教えてください。当てはまる番号を一つ選び、

○をつけてください。 

  １．協議会の検討により設置     ４．当事者・市民からの要望により設置 

２．行政の主導により設置      ５．その他（具体的に           ） 

３．相談支援事業所の要望により設置 

 

 

＜基幹相談支援センターの業務内容に関する質問＞ 

問 14．業務として実施している内容について教えてください。各項目で当てはまる番号を全て選

び、○をつけてください。 

１）基本相談（一般的な個別相談事業）の実施について 

  １．実施している    2．実施していない 



127 

 

２）個別給付事業の実施について、実施している場合は、平成 25 年 9 月末までに実施した

実件数を数字で記載してください。 

１．指定特定相談支援   （実施件数   件）   

  ２．指定障害児相談支援  （実施件数   件） 

  ３．指定一般相談支援   （実施件数   件） 

４．実施していない 

３）困難事例対応の実施について 

  １．困難事例の個別総合相談 ２．困難事例の地域機関からの相談  

３．実施していない 

４）協議会の運営に関する事業の実施について 

  １．事務局の委託            ３．部会への参画 

２．運営委員としての参加        ４．実施していない 

５）個別事例における事業所間の調整について 

  １．利用計画の作成依頼の調整     ３．その他 

  ２．サービス調整会議への出席     ４．実施していない 

（「３．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）              

                                          

６）介護保険の相談事業等の実施について 

  １．実施している           2．実施していない 

  （「１．実施している」場合は具体的な内容をお書きください）            

                                          

７）児童に関する相談支援事業の実施について 
  １．実施している           2．実施していない 

  （「１．実施している」場合は具体的な内容をお書きください）            
                                          

８）市町村の区域を越えた広域的な調整や連携の実施について 

  １．都道府県協議会への参画        ３．その他 

  ２．都道府県施策推進協議会への参画    ４．実施していない 

  （「３．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）               

                                           

９）カバーエリアの相談支援専門員への支援の実施について     

１．相談支援専門員からの相談対応 

２．相談支援専門員のネットワーク作り（組織化） 

  ３．相談支援専門員研修の企画 

  ４．相談支援専門員研修の実施 

  ５．相談支援専門員へのスーパーバイズ 

  ６．その他 

  ７．実施していない 

  （「６．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）               
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10）サービス等利用計画の評価の実施について 

  １．実施している           2．実施していない 

（「１．実施している」場合は具体的な内容をお書きください）             

                                           

11）地域移行～退院支援に関する支援の実施について 

  １．住居サポート事業の受託      ４．情報の提供 

  ２．地域資源のネットワーク作り    ５．専門職間のネットワーク作り 

  ３．社会資源の改善・開発       ６．その他 

  （「６．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）                

                                            

12）権利擁護に関する事業の実施について 

１．障害者虐待防止センターの受託 ４．権利擁護に関する地域の実態把握 

  ２．成年後見利用支援事業の受託  ５．権利擁護に関する地域への普及・啓発 

３．障害者虐待事例への対応    ６．その他 

（「６．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）                

                                            

13）専門相談に関する事業の実施について 

    １．発達障害相談支援センターの受託  ３．就労・生活支援センターの受託 

    ２．高次脳機能障害相談支援センターの受託 ４．その他 

（「４．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）                

                                          

14）サービス管理・提供責任者への支援の実施について 

    １．個別支援計画のチェック 

    ２．個別支援計画作成に関するスーパーバイズ 

  ３．その他 

（「３．その他」の場合は具体的な内容をお書きください）               

                                           

15）夜間・休日の相談支援体制の整備について 

  １．土曜日の窓口開設       ４．24 時間電話対応の実施 

２．日曜日の窓口開設       ５．365 日対応の実施 

  ３．祝日の窓口開設        ６．その他 

  ○通常の窓口開設時間     午前   時  分～ 午後  時   分 

  ○土曜日・窓口開設時間    午前   時  分～ 午後  時   分 

    ○日曜日・窓口開設時間    午前   時  分～ 午後  時   分 

    ○祝祭日・窓口開設時間    午前   時  分～ 午後  時   分 

問 15．その他、基幹相談支援センターとして、貴事業所の特徴的な取り組みについて教えてくだ

さい。下の□に内容を具体的にお書きください。 
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＜基幹相談支援センターの現状と課題に関する質問＞ 

問 16．基幹相談支援センターとしての貴事業所の現在の状態をどのように認識していますか。そ

の内容を教えてください。 

  １）業務内容について、当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。 

    １．基幹としてのイメージが具体化できていない 

    ２．基幹としてのイメージは具体化されているが、実施に至っていない 

    ３．基幹としてのイメージが具体化され、実施できている 

    ４．その他 

（「４．その他」の場合は具体的にお書きください）                   

                                           

  ２）次の業務の内、基幹相談支援センターとして確実に実施できている番号を全て選び、○

をつけてください。 

    １．総合的な相談業務（3 障害に対応）   ８．高齢サービスとの連携 

    ２．成年後見制度利用支援事業       ９．協議会の運営 

    ３．困難事例への対応           10．地域移行のネットワーク作り 

    ４．地域の事業所へのスーパーバイズ     11．虐待事例への対応 

    ５．相談の質を上げる研修の提供      12．障害児教育分野との連携 

  ６．事業所内の OJT 指導          13．行政の窓口との連携 

    ７．地域相談事業所との連携         14．その他（具体的に      ） 

３）現在の職員で、地域における相談支援の中核的な役割を担うことが出来ているか 

どうかを伺います。当てはまる番号を一つ選び、○をつけてください。 

 １．出来ている          ３．あまり出来ていない 

 ２．ある程度出来ている      ４．出来ていない 

     

 ４）【上の設問で３．４．】を選ばれた事業所に伺います。その原因はどのようなこと 

だと考えていますか。当てはまる番号を全て選び、○をつけてください。 

 １．財源が不足している     ７．地域の障害者に理解されていない 

 ２．必要な人材が確保できない  ８．地域の事業所に認められていない 

 ３．行政との連携ができない   ９．国の示す基幹のイメージがわかりづらい 

 ４．他専門職との連携ができない 10．地域の相談支援体制ができていない 

５．職員の資質に課題がある   11．その他 

 ６．担う業務が煩雑すぎる     

（「11．その他」の場合は具体的にお書きください）                   

                                           

                                           

問 17．今後の展望・構想について伺います。考えておられることがあれば下の下線に、お考えを

書いてください。 

１．設置場所の変更等                                             

                                              

２．設置方法の変更等                                              
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３．設置形態の変更等                                              

                                              

４．設置規模（エリア人口規模に応じて複数設置予定等）                                              

                                              

５．運営方法の変更等                                              

                                              

６．委託先の変更等                                              

                                              

７．配置職員数・資格要件の変更等                                              

                                              

８．業務内容の変更・追加等                                              

                                              

９．その他                                         

                                              

 

 

問 18．最後に、この調査票を記載された方の個人プロフィールを教えてください。 

  １）年齢と性別    生年月日    年  月  日（西暦でご記入ください） 

             性別  男性 女性（○で囲んでください） 

  ２）相談支援の経歴 

         実務経験     年（相談の実務経験を通算して計算してください） 

 

  ３）取得資格（当てはまる番号を全て選び、○をつけてください） 

    １．社会福祉士      ４．介護支援専門員 

２．精神保健福祉士    ５．社会福祉主事 

３．介護福祉士      ６．その他（具体的に              ） 

  ４）相談支援専門員研修の受講 

    １．初任者研修      ２．現任者研修 

  ５）事業所での職責 

    １．管理職  ２．相談支援専門員  ３．その他（具体的に        ） 

 

 

 

 以上で質問事項は終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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４．基幹相談支援センターへの追加調査票（相談支援体制セルフチェックシート） 

 

 

センター名称

センターの設置形態 ←数字を記入：１単独市町村設置、２複数市町村で広域設置

センターがカバーする市町村数

センターがカバーするエリアの人口

● ●

○ ● ○

身体障害

知的障害

精神障害

発達障害

高次脳機能障害

難病

障害児

世帯の支援が必要なケース

家族支援も必要なケース

地域移行ケース

自市町村外からの転入（転出）ケース

広域対応が必要なケース

障害特性への専門的支援が多く必要なケース

触法ケース

相談支援専門員からの相談対応

ケース会議同席

事例検討実施

委託のスーパーバイズ

基本相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成

市民への周知活動やリーフレット等の作成

通常のケースの計画相談実施

専門性が高いケースの計画相談実施

計画の検証

計画のスーパーバイズ

研修の企画運営

指定事業所の連携推進

計画相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成

サービス管理・提供責任者（個別支援計画）への支援

研修の企画運営

相談支援従事者研修の企画運営（ファシリテーター）

サビ管研修の企画運営

交換研修・インターンシップの受け入れ

指導者養成研修への参加

全体企画運営

各市町村・各区協議会への参加

圏域協議会への参加

障害福祉計画の策定及び進捗管理

研修の企画運営

ピアサポーターによる相談支援の支援

ピアサポート活動への支援

行政との役割分担の明確化

福祉分野以外（教育、医療、保健、就労、住宅等）との連携

市町村窓口との一体化（一本化）

療育支援事業所、幼稚園・保育所、学校等

ハローワーク、就労・生活支援センター、企業、商工関連団体等

医療機関

発達障害者支援センター

地域包括支援センター、介護保険事業所等

地域相談のスーパーバイズ

研修の企画運営

地域相談マニュアル・Ｑ＆Ａ作成

住居サポート事業の受託

体制整備のコーディネート

精神科病院訪問

入所支援施設訪問

権利擁護に関する地域の実態把握

権利擁護に関する地域への普及・啓発

通報受付

緊急一時保護場所調整

夜間通報受付

相談対応

市町村長申立て機能受託

金銭管理機能 金銭管理相談対応

社会福祉協議会

弁護士会

司法書士会

社会福祉士会

地域生活定着支援センター

広報発行

ホームページ開設・運営

相談支援に関する制度の情報提供（今さら聞けない悩み相談等）

24時間365日対応

事務職員の配置

公共施設への事務所・窓口設置（物理的な配慮）

市町村の相談窓口との一体化・一本化、総合相談窓口の設置等

将来的に担う機能を着実に果たすために必要と考えられる職員数（常勤換算）

①総合的・専門的な相談
支援の実施

委託相談の後方支援

３障害等への総合的な対応

専門性が高いケースへの対応
（対応困難事例）

計画相談支援の推進

基幹
センター

委託相談

記入例　1.　基幹相談支援センターのみで担っている機能

記入例　２．　基幹相談支援センターが中心となって担い、行政・委託相談支援事業所が保管する機能

小項目

③地域移行・地域定着
の促進の取り組み

常勤（　　　　　）人、非常勤（　　　　　）人

⑤その他

上記以外に基幹センターが現在担っている機能（具体的に記入）

上記以外に基幹センターが将来的に担うべきと考える機能（具体的に記入）

人材育成

地域相談支援の推進

地域の把握、関係機関への普及啓発

④権利擁護・虐待防止

地域の実態把握

虐待防止センター機能

情報発信・共有

基幹センターの体制整備

現在の基幹センターの職員体制（常勤換算） 常勤（　　　　　）人、非常勤（　　　　　）人

②地域の相談支援体制
の強化と取り組み

成年後見相談機能

専門機関との連携

行政との連携

関係機関との連携

協議会事務局

当事者活動の推進・支援

地域の相談支援体制検討用　セルフチェックシート

将来的に基
幹センター
が担うべき
機能に●市町村記入上の注意事項：下記の機能を市町村、基幹センター、委託、協議会、その他の関係機関のどこが、現在担っているのかを記載し

てください。一つの機関が担っている場合は、その機関に●を一つ記載してください。複数で担っている場合は、主に担っている機関に
●、補完的に担っている機関に○をつけてください。

現在,左の各項目機能をどのような部署が担っているか？
（●で記入。複数で担っている場合、補完している機関は○）

中項目

協議会
その他
関係機関
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